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【用語の定義】 

本要求水準書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

 

番号 項 目 内 容 

①  機能 目的または要求に応じてものが発揮する役割。 

②  性能 目的または要求に応じてものが発揮する能力。 

③  劣化 物理的、化学的および生物的要因により、ものの品質や性能が低

下すること。ただし、地震や火災等の災害によるものは除く。 

④  点検 建屋等の機能状態および性能や劣化の程度などをあらかじめ定め

た手順により調べること。 

⑤ 保守点検 初期の性能および機能を維持する目的で、周期的または継続的に

行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業のこと。 

頻度に応じて、日次、週間、月次、年次保守点検を含む。 

⑥ 修繕 施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を

原状あるいは実用上支障のない状態まで回復させること。 

⑥-1 計画修繕 過去の保守点検記録や標準的な耐用年数等に基づいた計画的な

修繕のこと。施設細密点検による部品交換を含む。 

⑥-2 突発修繕 予見することが困難な故障や事故等に対応する修繕のこと。 

⑦ 更新 建屋や機械設備等の償却資産が古くなって使用に耐えられなくな

ったものを廃棄し、代わりに新しいものを設置すること。 

⑧ 運転管理 晴天時、雨天時等あらゆる状況においても機器の適正な運転を行う

ための機器運転操作業務。 

⑨ 維持管理 上記「④点検」「⑤保守」「⑥修繕」「⑧運転管理」に加え、汚泥処

分、清掃、植栽、警備等の付帯業務を全て包含するもの。 
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1 ．総則 

1.1 本書の位置づけ 

本要求水準書は、受託者が技術提案を作成するにあたり、業務実施にかかる前提条件並びに

広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所（以下「事務所」という。）が求める「安芸高田市水

道事業業務委託」にかかるサービスの水準を定めると同時に、業務内容についての理解を深め、

より具体的な検討を加えるための技術資料を提供するものである。 

 

1.2 業務目的 

安芸高田市（以下「市」という。）では、平成 16 年 3 月の市町村合併に伴い、旧吉田町と旧

甲田町が実施していた水道事業、及び６町が実施していた簡易水道 13認可区域と飲料水供給施

設２箇所から構成されている。そして、平成 29年 4月 1日から水道事業に簡易水道事業並びに

飲料水供給施設整備事業を統合している。さらに令和 5年 4月に広島県内 15団体の水道事業を

統合し、広島県水道広域連合企業団として事業を運営している。 

最も古い水道事業は、向原町の簡易水道事業であり、吉田町の水道事業も昭和 47年に事業着

手するなど、供用開始から 40年以上が経過し、老朽化による施設更新が今後必要となる。また、

小規模な水道施設が複数点在しており、維持管理の合理化や事業統合による水運用の効率化な

ど、安全・安心な水供給体制の構築とともにコスト縮減による早急な経営改善が必要となって

いる。 

「安芸高田市水道事業業務委託」（以下、「本業務」という）は、民間事業者の持つ創意工夫

及びノウハウの活用を期待し、市水道事業の維持管理を長期一括発注及び性能発注するもので、

民間事業者からの提案に基づき実施する。また、あわせて、水道料金徴収等の事務を包括的に

委託し、経営の合理化と市民サービスの向上を目指すものである。 
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1.3 業務内容 

1.3.1 業務概要 

本業務は、市水道事業の運営にあたり、国司浄水場系統ほか 24箇所の配水系統の運転管理お

よび維持管理を包括的に委託し、経営の改善と安全で安定した水道水を供給することを目的と

したものである。取水から給水までの一体的な施設管理の観点から、給水装置関連業務につい

ても含んだ水道施設の技術上の業務について、水道法第 24条の 3第 6項の規定に基づく委託（い

わゆる第三者委託）として実施するものである。 

また、あわせて、水道料金徴収等の事務を包括的に委託する。 

対象施設と業務の関連を下表に示す。 

表 1.1 業務内容一覧（1/3） 

項目 細目 業務 種別 

第三者委託※ 私法上の委託 

水道施設管理業務 運転管理業務 

（水量・水圧・水質管理等） 

○  

 保全管理業務 

（保守点検・修繕等） 

○  

 管路維持管理業務  ○ 

 水質検査業務 ○  

 調達管理業務  ○ 

 安全管理業務  ○ 

給水装置関連業務 図面閲覧・窓口対応業務  ○ 

 窓口相談並びに設計事前

相談業務 

 ○ 

 工事申請受付業務 ○  

 設計審査業務 ○  

 取り出し工事業務 ○  

 工事検査業務 ○  

 量水器管理業務  ○ 

 台帳整理・管理業務  ○ 

※ 水道法第 24条の３の規定に基づく包括的な業務委託を示す。 
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表 1.2 業務内容一覧（2/3） 

項目 細目 業務 種別 

第三者委託※ 私法上の委託 

水道料金関連業務 窓口・受付業務  ○ 

 開栓・閉栓・精算業務  ○ 

 検針業務  ○ 

 調定・更正業務  ○ 

 収納業務  ○ 

 滞納整理業務  ○ 

 給水停止業務  ○ 

 電子計算処理業務  ○ 

 各種資料作成業務  ○ 

※ 水道法第 24条の３の規定に基づく包括的な業務委託を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

1.3.2 対象事業並びに施設 

（1） 対象事業 

本業務が対象とする水道事業は、次のとおりである。 

表 1.3 対象事業の一覧 

事業名 地区名 配水系統 
実績（令和 6 年度） 取水量（許認可値）  

一日平均給水量 一日最大給水量 系統別  

上水道 

    国司     1,326  

吉田給水区 福原 2,748 3,492 690  

    坂巻     2,480  

甲田給水区 

小原 

1,348 1,830 

880  

甲立 1,760  

吉田町丹比・可愛簡易水道 福原 407 588 650  

八千代簡易水道 

佐々井 

1,022 1,378 

452  

北原 1,860  

本郷 12  

別所 16  

  

本郷簡易水道 

本郷 

214 385 

341  

美土里町 横田 156  

  生田簡易水道 生田 170  

  川根簡易水道 川根     120  

高宮町 原田簡易水道 原田 298 507 417  

  船佐中央簡易水道 船佐中央     235  

  糘地簡易水道 糘地     139  

甲田町 浅塚簡易水道 浅塚 90 152 101  

  高地長屋簡易水道 高地長屋     84  

  向原中央簡易水道 向原中央     1,436  

向原町 戸島簡易水道 戸島 890 1,224 253  

  坂上簡易水道 坂上     340  

高宮町 

すだれ地区 すだれ 

28 45 

27  

下福田地区 下福田 25  
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（2） 対象施設の範囲 

本業務が対象とする施設の範囲は、次のとおりである。水運用に係る取水から配水に至る

全ての水道施設を対象とし、土木、建築、機械、電気の全施設を含む。なお、配水施設にあ

っては、管路施設（配水管）も対象施設に含むが、保全管理業務のうち漏水に係る修繕以外

の修繕業務は対象外とする。また、給水施設は、給水装置関連業務を意図している。 

 

表 1.4 対象施設の範囲 

事業名 配水系統 取水*1 浄水 送水 配水*2 給水*3

国司 ○ ○ ○ ○ ○

福原 ○ ○ ○ ○ ○

坂巻 ○ ○ - ○ ○

小原 ○ ○ ○ ○ ○

甲立 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

佐々井 ○ ○ ○ ○ ○

北原 ○ ○ ○ ○ ○

本郷 ○ ○ ○ ○ ○

別所 ○ ○ ○ ○ ○

本郷簡易水道 本郷 ○ ○ ○ ○ ○

美土里町 横田 ○ ○ ○ ○ ○

生田簡易水道 生田 ○ ○ ○ ○ ○

川根簡易水道 川根 ○ ○ ○ ○ ○

高宮町 原田簡易水道 原田 ○ ○ ○ ○ ○

船佐中央簡易水道 船佐中央 ○ ○ ○ ○ ○

糘地簡易水道 糘地 ○ ○ ○ ○ ○

甲田町 浅塚簡易水道 浅塚 ○ ○ ○ ○ ○

高地長屋簡易水道 高地長屋 ○ ○ ○ ○ ○

向原中央簡易水道 向原中央 ○ ○ ○ ○ ○

向原町 戸島簡易水道 戸島 ○ ○ ○ ○ ○

坂上簡易水道 坂上 ○ ○ ○ ○ ○

すだれ地区 すだれ ○ ○ ○ ○ ○

下福田地区 下福田 ○ ○ ○ ○ ○

地区名

吉田給水区

甲田給水区

吉田町丹比・可愛簡易水道

八千代簡易水道

上水道

高宮町

 

＊1 取水施設は、導水施設を含む。 

＊2 配水管を含むが、保全管理業務のうち漏水に係る修繕以外の修繕業務は対象外とする。 

＊3 給水装置関連業務を意図する。 
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1.3.3 業務の期間 

本業務の実施期間は、次のとおりである。なお、契約を締結した日から令和8年6月30日

までの期間は業務引継ぎ期間とし、令和8年4月1日から令和12年3月31日までを業務委託期

間（4年間）とする。なお、業務引継ぎ期間においては、事務所及び事務所の指定するもの

から技術指導を受けるものとする。なお、水道施設管理業務にあっては、業務着手後、令和

8年12月31日までの期間は、移行期間として、事務所が一定の技術的支援を行うものとする。 

・水道施設管理業務   令和8年4月1日 ～令和12年3月31日 

・給水装置関連業務   令和8年4月1日 ～令和12年3月31日 

・水道料金関連業務   令和8年4月1日 ～令和12年3月31日 

 

1.4 業務の前提条件 

（1） 業務の履行用地 

本業務において、受託者が使用・維持管理する用地は添付資料に示すとおりである。 

（2） 受託者が使用できる既存施設 

本業務において、受託者が使用できる既存の施設は、上記（1）履行用地に明示する全て

の水道関連施設とする。ただし、これらの施設は、現況の機能を保全・維持しながら、使用

するものし、事務所の承諾なしに仕様等を変更してはならない。なお、修繕工事に伴い結果

的に発生するもの、事務所が認めたものにあってはこの限りではない。 

また、受託者の設置する事務所は、本項（3）で示す市水道施設の中から選定・提案して

よいものとする。 

（3） 窓口業務の実施場所 

給水装置関連業務並びに水道料金関連業務において、窓口業務を実施する場所は、以下に

示す市施設内とすることとし、これを無償で提供する。 

・給水装置関連業務窓口 市本庁施設内（事務所の一部） 

・水道料金関連業務窓口 市本庁施設内（事務所の一部） 
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（4） 遠方監視システムの使用条件 

市水道施設では、各水道施設から市支所を経由して、市本庁舎に伝送される遠方監視装置

が整備・導入されている。受託者は、本システムの既存親局施設を利用可能なものとするが、

維持管理業務の効率化のため、必要となる機能増設等についてはこれを認める。なお、費用

は全て受託者の負担とする。 

①遠方監視装置親局の増設 

②遠方監視装置からの非常通報内容の変更 

③計装項目の変更（追加）とそれに係るテレメータ装置・遠方監視装置の機能増設 

④遠方監視装置親局のネットワーク環境の変更 

（5） 受託者が使用できる備品 

・受託者に管理を委託する備品は、事業開始時に事務所が指定する。 

・事務所から管理を委託された備品は、受託者は無償でこれを使用することができる。 

・契約期間中の備品の管理については、事務所と協議のうえ、実施することとする。 

・水道料金関係業務に係る電算使用機器については、賃借料を負担しなければならない。 

 

1.5 遵守すべき法制度 

本事業の実施にあたり、契約書により義務付けられた労働関係法令を遵守するとともに、

維持管理業務の履行に必要な水道法や広島県水道広域連合企業団関連条例をはじめ、以下の

関係各法令を遵守すること。なお、法令の改正等についても十分に確認を行い、最新の法令

を遵守すること。 

1.5.1 関係法令 

水道法(昭和 32年法律第 177号) 

河川法(昭和 39年法律第 167号) 

水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

都市計画法(昭和 43年法律第 100号) 

建築基準法(昭和 25年法律第 201号) 

電気事業法(昭和 39年法律第 170号) 

電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9年 3月 27日通商産業省令第 52号） 

電気用品安全法（昭和 36年法律第 234号） 

公衆電気通信法(昭和 28年法律第 97号) 

消防法(昭和 23年法律第 186号) 
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廃棄物の処理および清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

環境基本法（平成 5年法律第 91号） 

悪臭防止法（昭和 46年 6月法律第 91号） 

大気汚染防止法(昭和 43年法律第 97号) 

騒音規制法(昭和 43年法律第 98号) 

振動規制法(昭和 51年法律第 64号) 

安芸高田市環境基本条例（平成 15年 12月 24日条例第 31号） 

労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号) 

建設事業に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）(平成 12年法律第 104号) 

資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）(平成 3年法律第 48号) 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）(昭和 54年法律第 49号) 

公共事業の入札および契約の適正化の促進に関する法律(平成 12年法律第 127号) 

地方公営企業法(昭和23年法律第292号) 

その他関連法令・施行規則等 

1.5.2 要綱・各種基準等 

水道施設設計指針と解説（（社）日本水道協会） 

水道維持管理指針（社）日本水道協会） 

容器構造物設計指針同解説（（社）日本建築学会） 

電力会社供給約款 

内線規程 

日本産業規格（ＪＩＳ） 

電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

日本電気工業会標準規格（ＪＥＭ） 

日本電線工業会標準規格（ＪＣＳ） 

日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ） 

電気設備技術基準（平成 9年 3月 27日通商業産省令第 52号） 

工場電気設備防爆指針 

（社）日本建設機械化協会「揚排水ポンプ設備技術基準（案）」 

建設機械施工安全技術指針 

土木事業安全施工技術指針 

建設事業公衆災害防止対策要綱 

建設事業副産物適正処理推進要綱 

その他関連要綱・各種基準等 

 

1.6 その他 

（1） 環境への配慮 

受託者は、本事業の実施にあたり、省エネルギーを推進する等、温室効果ガス排出量削減

に配慮しなければならない。 

 

（2） 周辺環境対策 

受託者は、本事業の実施にあたり、騒音、振動、悪臭、粉塵、排出ガス対策を徹底し、周
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辺住民の生活環境を損ねることのないようにする｡ 

 

（3） 交通安全対策 

受託者は、建設事業関係車両、作業車両等の通行にあたり、住民等の社会生活および経済

活動に支障をきたさないよう、適切な交通安全対策を講じる｡ 

 

（4） 地域貢献 

受託者は、地域貢献に取り組むものとし、事業の実施体制構築にあたっては、極力地域の

力を結集することが可能なように配慮すること。 
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2 ．水道施設管理業務 

2.1 基本事項 

2.1.1 本業務の基本方針 

本業務は、水道施設の特徴を十分に把握した上で、安全・安心な水道を継続的に供給可能な

ように実施する。また、受託者は、水道法第 24条の 3の規定に基づく第三者委託となることに

留意して、受託水道業務技術管理者としての責任もって履行するとともに、業務改善の努力（水

量や水質の安定及び向上、環境負荷低減等）を図るものとする。 

 

2.1.2 対象施設 

本業務の対象施設は次のとおりである。 

【系統別フローシート】 

《水道事業》 

□吉田給水区 

図 2.1 系統別フローシート（1/10） 水道事業・吉田給水区 

国司系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 1,326㎥／日

国司浄水場

福原系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 690㎥／日

福原浄水場

福原配水池
　　　配水池　265.44㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+263.50
　　　　　　　　　L.W.L　▽+260.00

急速ろ過方式
（除鉄・除マンガン）
　　処理能力
　　　　　　　627㎥／日

送水ポンプ
0.9㎥/min×89.1ｍ×22.0kw×2
台

第1水源
        取水ポンプ
        0.71㎥/min×23.0ｍ×5.5kw×２台

送水ポンプ
1.25㎥/min×75.0ｍ×30.0kw×2
台

急速ろ過方式
　　処理能力
　　　　　1,205.3㎥／日

国司配水池（1号、2号）
　　　配水池　777㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+263.50
　　　　　　　　　L.W.L　▽+260.00

第2水源
        取水ポンプ
        0.45㎥/min×28.5ｍ×3.7kw×２台

自然流下区域

小山加圧ポンプ
0.53㎥/min×72.0ｍ×5.5kw×2
台

横山加圧ポンプ
0.60㎥/min×70.0ｍ×7.5kw×2
台

自然流下区域

小山加圧系区域

横山加圧系区域

山手加圧ポンプ
0.25㎥/min×62.0ｍ×5.5kw×2
台

山手加圧系区域
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坂巻系統 水源 伏流水 計画取水量 2,480㎥／日

坂巻浄水場

上迫加圧系区域

太郎丸加圧系区域

配水区域

第３水源
　　　　取水ポンプ
　　　　2.80㎥/min×10.0ｍ×11.0kw×2台

坂巻配水池
　　　配水池　265.44㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+263.50
　　　　     　    L.W.L　▽+260.00

上迫加圧ポンプ
0.36㎥/min×40.0ｍ×2.2kw×2
台

緩速ろ過方式
+除マンガンろ過
　　処理能力
　　　　　2,428㎥／日

配水ポンプ
1.80㎥/min×75.0ｍ×37.0kw×3
台

太郎丸加圧ポンプ
0.40㎥/min×60.0ｍ×3.75kw×3
台

 

 

 

 

□甲田給水区 

図 2.2 系統別フローシート（2/10） 水道事業・甲田給水区 

小原系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 880㎥／日

小原浄水池

甲立系統

水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 1,760㎥／日

甲立浄水場

山田第1加圧ポンプ
0.23㎥/min×57.0ｍ×3.7kw×2
台

山田第1加圧系区域

自然流下区域

山田第2加圧ポンプ
0.06㎥/min×82.0ｍ×5.5kw×2
台

山田第1加圧ポンプ系区域

自然流下区域

エアレーション+膜ろ過方式
    処理能力
　　      　1,600㎥／日

第4水源
　　　　取水ポンプ
　　　　1.22㎥/min×87.0m×30.0ｋｗ×2台

第1水源
　　　　取水ポンプ
　　　　1.40㎥/min×14.0m×5.5ｋｗ×2台

甲立第4配水池
　　　配水池　840.0㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+254.00
　　　　　　  　　L.W.L　▽+250.00

小原配水池
　　　配水池　540.0㎥
　　　　　　　　　H.W.L　▽+253.50
　　    　   　　  　L.W.L　▽+250.00

第2水源
　　　　取水ポンプ
　　　　0.50㎥/min×22.0ｍ×3.7kw×2台

送水ポンプ
1.6㎥/min×83.0ｍ×37.0kw×2
台

緩速ろ過方式
　（除マンガン）
　　　処理能力

　　　　　　　800㎥／日
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《旧簡易水道事業》 

□吉田 

図 2.3 系統別フローシート（3/10） 旧簡易水道事業・吉田（丹比・可愛地区） 

吉田（丹比・可愛地区）

福原系統 水源 伏流水 計画取水量 650㎥／日

福原浄水場

減圧区域（低区）

自然流下区域（高区）

第1水源
        取水ポンプ
        0.45㎥/min×20.0ｍ×3.7kw×2台

エアレーション
+膜ろ過方式（UF
膜）
　　処理能力
　　　　　　　610㎥／日

西浦配水池
　　　配水池　437.0㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+265.00
　　　　　  　　　L.W.L　▽+260.00

山手中継ポンプ所
　　送水ポンプ
   　0.43㎥/min×85.0ｍ×15kw×2台

中馬系送水ポンプ
0.59㎥/min×78.0ｍ×15kw×2台

横田中継ポンプ所
　　送水ポンプ
   　0.09㎥/min×83.0ｍ×3.7kw×2台

減圧区域

奈良谷加圧系区域

自然流下区域

中馬調整池
　　　配水池　10.6㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+394.00
　　　　　　　　　L.W.L　▽+392.30

横田第２配水池
　　　配水池　144㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽375.00
　　　　　　　 　 L.W.L　▽372.00

減圧区域（低区）

自然流下区域

奈良谷加圧ポンプ所
　　送水ポンプ
   　0.07㎥/min×49.0ｍ×1.1kw×1ユニット
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□八千代 

図 2.4 系統別フローシート（4/10） 旧簡易水道事業・八千代（北原系） 

北原系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 1,860㎥／日

北原浄水場

第1取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.26㎥/min×12.7ｍ×1.5kw×2台

第2取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.28㎥/min×12.5ｍ×1.5kw×2台

第3取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.37㎥/min×11.7ｍ×1.5kw×2台

第4取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.328㎥/min×26.9ｍ×3.7kw×2台

緩速ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　1,674㎥／日

黒瀬送水ポンプ
0.19㎥/min×123.0ｍ×11kw×2
台

勝田送水ポンプ
0.97㎥/min×99.0ｍ×30kw×2
台

自然流下区域

東邦送水ポンプ
0.25㎥/min×66.0ｍ×5.5kw×2
台

あかね台送水ポンプ
0.25㎥/min×98.0ｍ×11kw×2
台

自然流下区域

自然流下区域 自然流下区域

あかね台配水池
　　　   配水池　60.0㎥
             H.W.L　▽+356.40
                   L.W.L　▽+353.70

東邦配水池
      配水池　43.0㎥
               H.W.L　▽+356.40
                    L.W.L　▽+353.70

谷ノ城送水ポンプ
0.09㎥/min×72ｍ×3.7kw×2台

後藤送水ポンプ
0.300㎥/min×102ｍ×11kw×2
台

自然流下区域

黒瀬配水池
　　　配水池　130.0㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+303.50
　　　　　　　 　 L.W.L　▽+300.50

勝田配水池
1号配水池　194.4㎥
              H.W.L　▽+282.00
                  L.W.L　▽+279.00

2号配水池　276.4㎥
              H.W.L　▽+282.00
                  L.W.L　▽+279.00

自然流下区域

自然流下区域

長迫配水池
　　　配水池　420.0㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+323.00
　　　　　　　　　L.W.L　▽+320.00

谷ノ城配水池
　　　　配水池　125.0㎥
　　　　　　　H.W.L　▽+311.625
　　　　　　　　L.W.L　▽+309.125
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図 2.5 系統別フローシート（5/10） 旧簡易水道事業・八千代（佐々井・本郷・別所系） 

 

佐々井系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 452㎥／日

佐々井浄水場

本郷系統 水源 湧水 計画取水量 12㎥／日

本郷浄水場

別所系統 水源　 湧水 計画取水量 16㎥／日

自然流下区域

第2水源
         取水ポンプ
　　   　0.32㎥/min×22.0ｍ×3.7kw×2台

自然流下区域取水ポンプ
      0.013㎥/min×46.0ｍ×0.6kw×2台

中速ろ過機
　　（TO式）
処理能力
　　　11㎥／日

本郷配水池
　　　配水池　38.48㎥
　　　　　　H.W.L　▽+404.15
                    L.W.L　▽+402.25

第1水源
          取水ポンプ
          0.32㎥/min×22.0ｍ×3.7kw×2台

沈砂池　　RC作り
　　　1.5ｍ×6.35ｍ×1.00ｍ

緩速ろ過方式
　　　処理能力
　　　　　14㎥／日

別所配水池
　　　配水池　42.64㎥
　  　　　　H.W.L　▽+294.50
                    L.W.L　▽+292.50

自然流下区域

自然流下区域

自然流下区域

急速ろ過方式
（除鉄・除マンガン）
       処理能力
                433㎥／日

送水ポンプ
0.300㎥/min×105.0ｍ×11kw×
2台 余井送水ポンプ

0.10㎥/min×113.0ｍ×5.5kw×2
台

阿賀配水池
　　　配水池　237.63㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+320.50
　　　　　　　　　L.W.L　▽+317.50

余井配水池

     配水池　35.2㎥
　　　　　　　 H.W.L　▽+356.40
                   L.W.L　▽+353.70

根之谷配水池
         配水池　51.2㎥
            H.W.L　▽+272.70
                  L.W.L　▽+271.10
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□美土里 

図 2.6 系統別フローシート（6/10） 旧簡易水道事業・美土里（本郷、生田地区） 

本郷地区

本郷系統 水源 地下水（深井戸） 計画取水量 221㎥／日

本郷浄水場

横田系統 水源 地下水（深井戸） 計画取水量 156㎥／日

横田浄水場

第1水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.032㎥/min×15.0ｍ×　　kw×1台

第2水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.032㎥/min×18.0ｍ×　　kw×１台

第3水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.042㎥/min×40.0ｍ×1.1kw×1台 自然流下区域

第6水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.032㎥/min×51.0ｍ×1.1kw×1台

第4水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.032㎥/min×30.0ｍ×0.75kw×1台

本郷配水池（低区）
　　　配水池　166.5㎥
            　  H.W.L　▽+378.50
                 　 L.W.L　▽+375.50

第9水源取水井
　　　　　取水ポンプ
           0.083㎥/min×100.0ｍ×2.2kw×1台

本郷配水池（高区）
　　　配水池　113.4㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+422.00
　　　　　　　 　 L.W.L　▽+419.00

減圧区域第7水源取水井
　　　　　取水ポンプ
      　   0.025㎥/min×16.0ｍ×0.75kw×1台

第8水源取水井（予備・未整備）
　　　　　取水ポンプ
           0.083㎥/min×30.0ｍ×1.5kw×1台

横田配水池
　　　配水池　168.0㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+375.00
　　　　　　　 　 L.W.L　▽+372.00 自然流下区域

上向性緩速ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　310㎥／日

送水ポンプ
0.22㎥/min×30.0ｍ×3.7kw×2
台

充填塔式曝気装置
+上向性緩速ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　156.2㎥／日

送水ポンプ
0.099㎥/min×28ｍ×1.5kw×2台

第5水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.072㎥/min×26.0ｍ×1.1kw×1台

自然流下区域

 

生田地区

生田系統 水源 伏流水（集水埋渠） 計画取水量 170㎥／日

生田浄水場

石丸系統 水源 地下水（深井戸） 計画取水量 16㎥／日 休止中

石丸浄水場

自然流下区域滅菌装置
　　　　処理能力
　　　　　　　16㎥／日

自然流下区域

送水ポンプ
0.013㎥/min×25ｍ×0.4kw×2台

上向性緩速ろ過方式+
色度除去装置+臭気除去装置
　　　処理能力　　147㎥／日

取水ポンプ
　　　　　0.012㎥/min×39.0ｍ×0.4kw×2台

石丸配水池
　　　配水池　14.4㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+400.37
　　　　　　　 　 L.W.L　▽+398.57

取水ポンプ
　　　　　0.118㎥/min×35.0ｍ×1.5kw×2台

生田配水池
　　　配水池　162.0㎥
　　　　　　　　H.W.L　▽+445.20
　　　　　　　 　 L.W.L　▽+442.50
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□高宮 

図 2.7 系統別フローシート（7/10） 旧簡易水道事業・高宮（川根、船佐中央、原田地区） 

原田地区

原田系統 水源 地下水（浅・深井戸）計画取水量 235㎥／日

原田浄水場

自然流下区域第2水源取水井（種林）
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.086㎥/min×85.0ｍ×3.7kw×２台

原田配水池
1号配水池　97.44㎥
             H.W.L　▽+323.70
                 L.W.L　▽+320.70

2号配水池　91.8㎥
             H.W.L　▽+323.70
                 L.W.L　▽+320.70

第1水源取水井（曲川）
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.078㎥/min×10.0ｍ×0.4kw×２台

膜ろ過方式（UF膜）
　　　　処理能力
　　　　　　　211㎥／日

送水ポンプ
0.15㎥/min×70.0ｍ×5.5kw×2
台

脱炭酸塔（曝気装置）
　　　　処理能力
　　　　　　　124㎥／日

川根地区 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 120㎥／日

川根系統

川根浄水場

船佐中央地区

羽佐竹系統 水源 地下水（深井戸） 計画取水量 15㎥／日 休止中

羽佐竹浄水場

船佐中央系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 417㎥／日

船佐浄水場

取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.084㎥/min×13.0ｍ×0.75kw×2台

川根配水池
　　　配水池　99.0㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+193.85
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+188.85

自然流下区域

第1水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　 　0.09㎥/min×18.0ｍ×0.75kw×２台

船佐中央配水池
　　　　　　配水池　300.0㎥
　　　　　 　　　H.W.L　▽+286.45
　　　　　　   　　 L.W.L　▽+282.95

自然流下区域

取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.02㎥/min×65.0ｍ×0.60kw×1台

羽佐竹配水池
　　　　　　配水池　44.5㎥
　　　　　 　　　H.W.L　▽+323.00
　　　　　　      　L.W.L　▽+321.50

自然流下区域

膜ろ過方式（MF膜）
　　　　処理能力
　　　　　　　379㎥／日

上向性緩速ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　108㎥／日

エアレーション
+急速ろ過方式
　　処理能力
　　　　　　　15㎥／日

送水ポンプ
0.75㎥/min×51ｍ×2.2kw×2台

送水ポンプ
0.27㎥/min×80.0ｍ×7.5kw×2
台

第2加圧ポンプ
0.04m3/min×55.0m×3.7kw×2
台

第1加圧ポンプ
0.08m3/min×60.0m×3.7kw×2
台

加圧系区域

加圧系区域

第2水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　 　0.6㎥/min×1２.0ｍ×1.5kw×２台

第3水源取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　 　0.042㎥/min×10.0ｍ×0.4kw×２台
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□甲田 

図 2.8 系統別フローシート（8/10） 旧簡易水道事業・甲田（浅塚、糘地、高地長屋地区） 

浅塚地区

浅塚系統 水源 地下水（深井戸） 計画取水量 101㎥／日

浅塚浄水場

糘地地区

糘地系統 水源 表流水（集水埋渠） 計画取水量 139㎥／日

糘地浄水場

高地長屋地区

高地長屋系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 84㎥／日

高地長屋浄水場

西之谷大地（予備水源）
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.26㎥/min×8.5ｍ×0.75kw×2台

第1水源
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.052㎥/min×7.0ｍ×0.4kw×2台

高地長屋（高区）配水池
　　　　　　配水池　36.0㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+427.20
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+425.20

自然流下区域（高区）

取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.07㎥/min×57.0ｍ×1.5kw×2台

浅塚配水池
　　　配水池　69.6㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+274.10
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+271.10

自然流下区域

渓流
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.55㎥/min×11.0ｍ×2.2kw×1台

糘地配水池
　　　配水池　91.5㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+334.00
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+331.00

自然流下区域

加圧系区域

上向性緩速ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　76㎥／日

増圧ポンプ
0.04㎥/min×59ｍ×3.7kw×2台

西之谷新地（自然流下・電動弁）

高地長屋（低区）配水池
　　　　　　配水池　49.0㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+315.75
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+313.25

自然流下区域（低区）低区送水ポンプ
0.033㎥/min×21ｍ×1.5kw×2台

遊離炭酸除去装置
+上向性緩速ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　91㎥／日

送水ポンプ
0.063㎥/min×68ｍ×3.7kw×2台

上向性緩速ろ過方式+
色度除去ろ過機+活性炭ろ過
機
　処理能力　126㎥／日

送水ポンプ
0.09㎥/min×53ｍ×3.7kw×2台

加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

減圧区域

加圧系区域高区送水ポンプ
0.020㎥/min×135ｍ×7.5kw×2
台

減圧区域
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□向原 

図 2.9 系統別フローシート（9/10） 旧簡易水道事業・向原（向原中央、戸島、坂上地区） 

向原中央地区

向原中央系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 1,439㎥／日

処理能力
1,407㎥／日

送水ポンプ
0.1㎥/min×103ｍ×5.5kw×2台

里栗増圧ポンプ
0.11㎥/min×110ｍ×7.5kw×2台

栗森谷増圧ポンプ
0.5㎥/min×48ｍ×3.7kw×2台

保垣第1増圧ポンプ

保垣第2増圧ポンプ

保垣第1加圧系区域

保垣第2加圧系区域

里栗配水池
　　　配水池　184.8㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+296.00
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+293.00

尾神配水池
　　　配水池　121.0㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+363.50
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+360.50

エアレーション
+膜ろ過方式（UF膜）

送水ポンプ
0.20㎥/min×135ｍ×7.5kw×2台

緩速ろ過方式

送水ポンプ
0.22㎥/min×73.0ｍ×5.5kw×2台

増圧ポンプ
0.317㎥/min×58ｍ×7.5kw×2台

自然流下区域

第1取水井　　　　取水ポンプ
　　　0.142㎥/min×18.0ｍ×1.5kw×2台
　       0.072㎥/min×14.0ｍ×0.75kw×2台

第2取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.75㎥/min×18.0ｍ×3.7kw×2台

第3取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.15㎥/min×9.0ｍ×0.4kw×2台

第4取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.07㎥/min×7.0ｍ×0.4kw×2台

第5取水井
　　　　　取水ポンプ
　　　　　0.5㎥/min×23.5ｍ×3.7kw×2台

向原中央浄水場

丸山配水池
1-1号配水池　88.2㎥
             H.W.L　▽+250.70
    　 　　　　L.W.L　▽+247.70

2号配水池　214.2㎥
             H.W.L　▽+250.70
       　　   　L.W.L　▽+247.70

1-2号配水池　45.15㎥
             H.W.L　▽+250.70
                 L.W.L　▽+247.70

3号配水池　145.2㎥
             H.W.L　▽+250.70
       　　   　L.W.L　▽+247.70

負根配水池
　　　配水池　336.0㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+273.00
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+270.00

自然流下区域

送水ポンプ
0.315㎥/min×70.0ｍ×7.5kw×2台
0.156㎥/min×70.0ｍ×5.5kw×2台

エアレーション+緩速ろ過方式

送水ポンプ
0.342㎥/min×82.0ｍ×15kw×2台

緩速ろ過方式

自然流下区域

追加圧系区域

自然流下区域

栗森谷加圧系区域  
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戸島地区

戸島系統 水源 地下水（浅井戸） 計画取水量 253㎥／日

戸島浄水場

坂上地区

坂上系統 水源 表流水（集水埋渠） 計画取水量 340㎥／日

坂上浄水場

寺山配水池
　　　配水池　84㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+323.00
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+320.00

自然流下区域

加圧系区域

寺山送水ポンプ
給水ユニット
0.05㎥/min×58ｍ×2.2kw×2台

取水ポンプ
　　　　　0.23㎥/min×13.0ｍ×1.1kw×2台

自然流下区域

自然流下区域接合井
　　　　　0.9ｍ×1.5ｍ×2.3ｍ

坂上配水池
1号配水池　150.15㎥
             H.W.L　▽+306.50
    　 　　　　L.W.L　▽+303.20

2号配水池　53.9㎥
             H.W.L　▽+306.50
       　　   　L.W.L　▽+303.20

送水ポンプ
0.16㎥/min×101.0ｍ×7.5kw×2台

送水ポンプ
0.22㎥/min×14.0ｍ×1.50kw×4台

色度除去ろ過機
　　　　処理能力
　　　　　　　305㎥／日

東林寺増圧ポンプ
給水ユニット
0.5㎥/min×51ｍ×3.7kw×2台

膜ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　227㎥／日

戸島配水池
　配水池　180.6㎥
　　　H.W.L　▽
+321.20
　　　 L.W.L　▽

増圧ポンプ
0.26㎥/min×22.0ｍ×2.2kw×2
台

上向性緩速ろ過方式
　　　　処理能力
　　　　　　　305㎥／日

加圧系区域

 

《旧飲料水供給施設》 

□高宮 

図 2.10 系統別フローシート（10/10） 旧飲料水供給施設・高宮（すだれ、下福田地区） 

すだれ地区

すだれ系統 水源 地下水（浅・深井戸）計画取水量 27㎥／日

すだれ浄水場

下福田地区

下福田系統 水源 表流水（集水埋渠） 計画取水量 25㎥／日

下福田浄水場

すだれ配水池
　　　配水池　57.5㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+331.50
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+329.00

自然流下区域取水ポンプ
0.02㎥/min×45.0ｍ×0.55kw×2
台

塩素殺菌
　　　処理能力
　　　　　　　２７㎥／日

送水ポンプ
0.02㎥/min×48.0ｍ×2.2kw×2
台

緩速ろ過方式
　　　処理能力
　　　　　　　２3㎥／日

送水ポンプ
0.05㎥/min×55.0ｍ×3.7kw×2
台

下福田配水池
　　　配水池　38.1㎥
　　　　　　　 　H.W.L　▽+270.50
　　　　　　　　　 L.W.L　▽+268.00

自然流下区域第1取水
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2.1.3 業務内容 

水道施設管理の業務内容は、次のとおりである。なお、本業務は水道法第24条の3の規定

に基づく「水道管理業務受託者」として実施する。 

（1） 運転管理業務 

水道施設の運転管理（水量管理、水圧管理、水質管理）を行うともに、非常時の対応を実施

する。 

（2） 保全管理業務 

水道施設の保守点検業務と修繕業務を実施する。また、保全管理業務においては、自家用電

気工作物の保安管理を含むものとする。なお、配水管等の管路施設の保全管理については、（3）

に含むものとしている。 

（3） 管路維持管理業務 

水道施設のうち管路施設（送・配水管路）についての維持管理業務として、保守点検業務や

非常時対応を実施する。なお、漏水に係るもの以外の修繕業務は含まないものとする。 

（4） 水質検査業務 

水質検査計画の作成、浄水場での水質検査、毎日検査（管末の残留塩素濃度測定を含む）、

定期の水質検査を実施する。 

（5） 調達管理業務 

水道施設の運転に必要な、薬品類及び燃料等の調達管理を行う。 

（6） 環境管理業務 

管理対象施設（外構施設を含む）の清掃や植栽を含む環境管理を行う。 

（7） 安全管理業務 

管理対象施設の防犯・緊急時対応等を行う。 

（8） その他 

受託者は、必要に応じて設備機器追加や業務改善の提案を行う。また、業務の実施に当り、

自主モニタリングを実施する。 
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2.1.4 業務の期間 

令和 8年 4月 1日～令和 12年 3月 31日 

なお、契約を締結した日から令和 8年 6月 30日までの期間は、業務引継ぎ期間とする。 

2.1.5 業務の実施場所 

市内の適切な場所に、受託者の事務所を設置し、業務を実施する。 

なお、受託者の事務所入口には、受託者名並びに受託者が水道施設管理業務を受託した者で

あること等を明示した看板を掲示するものとする。 

市の管理対象施設内に受託者の事務所を設置する場合にあっては、業務履行に必要な

事務室等は、契約期間中、無償で貸与する。ただし、事務室等の使用期間中、受託者の

責任で汚損等があった場合には、受託者の費用で直ちに修復しなければならない。 

2.1.6 業務実施体制 

（1） 業務従事者 

受託者は、適正な体制のもと確実に業務を遂行するため、次の業務従事者を定めて、市に届け出

るものとする。 

1）業務総括責任者（2.1.7の規定による） 

2）業務責任者（各業務別） 

3）各地区担当者（各業務別） 

4）第二種電気工事士以上の資格を有する者 

5）有資格者 

＊上記 1）～4）と兼任することは可能である。 

（2） 業務従事者の厳守事項 

従業員には、清潔で安全な服装をさせ、受託者の職員であることを明示する社章等を着

用させる。また、業務統括責任者および業務責任者は、その旨を明示した名札等を着用さ

せる。 

（3） 有資格者の配置 

受託者は、本事業の実施にあたり、必要な資格を有する者を配置する。 
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表 2.1 有資格者一覧 

① 水道技術管理者の資格を有している者 

② 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

③ 危険物取扱者乙種第４類 

④ 第２種電気工事士 

⑤ その他労働安全関係で必要な資格者 

 

 

（4） 業務責任者 

受託者は、適正な体制のもとに確実に業務を遂行するため、次の各業務別に業務責任者を

定め、その指導・監督の下で業務を実施するものとする。また、運転管理業務と管路維持管

理業務については、業務責任者を選任（兼任は可能とする）し、水道施設固有の特性等のノ

ウハウの集積を図ること。 

1）運転管理業務   

 ＊調達管理業務、環境管理業務、安全管理業務についても兼任するものとする。 

2）保全管理業務   

3）管路維持管理業務  

4）水質検査業務   

（5） 各業務の実施体制 

受託者は、前項（1）に示す各業務を適正な体制のもとに確実に実施するため、必要な体制を明確

にし、市に届け出るものとする。また、一部、外部委託を含む場合についても同様であるが、その場

合は、当該施設に精通しているものを採用する等、効率的な手法を検討すること。 

（6） 非常時のサポート体制 

故障や事故、漏水等の非常時のサポート体制を確立するため、各地区の施設（設備）別に対応を

依頼する業者（企業）を選定し、明確にしておかなければならない。 
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2.1.7 業務総括責任者 

受託者は、水道法第24条の3第6項の規定に基づく「受託水道業務技術管理者」の資格を有

し、かつ浄水場運転管理の実務経験が2年以上ある者の中から、本業務の総括責任者を選任

しなければならない。なお、業務総括責任者の職務は、次のとおりとし、本業務の対象施設

内に設置される管理事務所（提案による）に常駐すること。また、業務総括責任者が何らか

の事由により現場不在の場合等には、その職務を臨時で代行するものを予め定めておく。 

① 受託水道業務技術管理者としての必要な業務を行うこと。 

② 現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行うこと。 

③ 契約書、要求水準書、その他関係書類により、業務の目的、内容等を十分理解して効

果的、経済的な運転に努めること。 

④ 日常の業務執行状況を、適宜事務所に報告するとともに、必要があれば協議を行うこ

と。 

⑤ 従業員を教育し、技術の向上、事故の防止に努めること。 

2.1.8 勤務形態等 

業務従事者の勤務時間については、水道施設の重要性と維持管理の効率性等を勘案して、

受託者にて提案するものとするが、次の事項を満足するものとする。業務総括責任者並びに

各業務責任者は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日か

ら1月3日までの年末年始を除く日の勤務時間は、8時30分から17時15分を原則とし、市内に

設置される事業所に勤務するものとする。上記勤務時間内にあっては、事務所との連絡が可

能な状態が確保されていること。 

① 上記を除く期間及び時間においては、非常時等に対応を可能とするため、常に 2名以上の職員と

事務所との連絡が可能な状態が確保されていること。 

なお、上記の営業時間は、最低限要求する時間等を示したものであり、これを超えて提案するものを

拘束するものではない。 

2.1.9 危機管理対応マニュアル 

（1） 危機管理対応マニュアルの作成 

受託者は、契約締結日の翌日から14日以内に市水道施設において想定される危機管理事
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象を想定するとともに、対策を検討した危機管理対応マニュアルを作成し、事務所の承認

を受けるものとする。業務実施期間中に危機管理事象が発生した場合は、この危機管理対

応マニュアルにより、対応を行うものとする。 

 1） 危機管理の種別 

想定する危機管理には、次の事象を含むものとする。 

①施設（設備）の異常・故障 

＊落雷等によるテレメータ異常・制御盤異常等、突発的なポンプ停止・故障等。 

②配水池水位、流量、水質の異常 

＊配水池異常水位低下、配水流量の異常、浄水水質（残留塩素等）の異常等。 

③停電 

④落雷等によるテレメータ回線不良（NTT側） 

⑤配水管での漏水発生 

⑥原水水質の異常 

⑦渇水の発生 

⑧豪雨、地震、火災の災害による施設の重大事故（機能停止を含む） 

 2） 危機管理への対応 

受託者は、危機管理事象が発生した場合は、その種別に応じて、原因究明や応急対応

を行い、適切に対応する。また、受託者は、故障等により施設の全部又は一部の機能が

停止した場合、あるいは、災害や事故が発生した場合においては、応急措置を講じ被害

を最小限に抑え、速やかに本格復旧できるよう対応する｡ 

 3） 非常緊急時の体制 

受託者は、重大事故等の緊急事態発生に備え、従業員の非常招集体制を確立し、緊急

事態が発生する恐れのある場合は、予め定めた非常配備計画に従い、速やかに従業員を

所定の場所に配備する。 

非常緊急時には、初期・初動対応を60分以内で実施し、必要に応じて増員が出来るよ

うに、待機要員を確保する。 
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（2） 事務所への連絡及び協力 

受託者は、何らかの原因で水道施設が通常の機能を損ない断水等の発生の恐れがある場

合には、速やかに事務所へ連絡しなければならない｡ 

また、地震等の不可抗力により施設機能が維持不可能な場合など危機管理レベルの高い

ときは、受託者は事務所の指揮監督を受ける。さらに、何らかの原因で管路を含めた水道

施設が通常の機能を損ない、事務所が水道施設等の運転の停止を求めた場合、受託者は施

設機能維持を最優先に考えこれに応じるものとする。 

（3） 危機管理対応マニュアルの改訂と検証 

受託者は、業務実施によって得られる知見を踏まえて、危機管理対応マニュアルの改訂

を適宜行うものとする。業務着手後1年経過後（令和9年4月1日）、業務終了時（令和12年3

月31日）には、本マニュアルの検証結果を事務所に報告しなければならない。 

2.1.10 水道施設管理マニュアル 

（1） 水道施設管理マニュアルの作成 

受託者は、本業務の実施に先立って、水道施設管理業務のうち運転管理業務（水量管理、水圧管

理、水質管理）、並びに保全管理業務（保守点検のみ）に関する技術的な運用方法を定めた「水道

施設管理マニュアル」を作成し、事務所の承認を受けること。なお広島県水道広域連合企業団維持

管理指針及び広島県水道広域連合企業団水道施設維持管理基準を満足するものであること。 

本業務は、広島県水道広域連合企業団水道施設維持管理基準に基づき、点検計画を策定し、基

準書に定めた様式を用いて記録を整備・保存すること。必要に応じて補助点検様式を使用することが

でき、当該補助様式は受託者が作成してもよいものとする。 

水道施設管理マニュアルは、事務所がこれまで実施してきた運転管理業務（水量管理、水圧管理、

水質管理）、並びに保全管理業務（保守点検のみ）の内容について、作業立会い、ヒアリング等を通

じて、十分に把握した上で、受託者のノウハウを踏まえて作成すること。 

 

水道施設管理マニュアルについては、契約締結日の 14 日以内に作成し、事務所の承認を受ける

こと。 
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（2） 水道施設管理マニュアルの記載事項 

水道施設管理マニュアルは業務を担う受託者の提案によるが、次の事項を含むものとする。 

1）水道施設の概要と現状分析 

・水源の水量、水質の状況と課題 

・浄水施設ほかの状況と課題 

・配水流量の変動特性（年間、月間、日間） 

・給水栓水質の変動特性（年間、月間） 

・配水管路網上の留意事項 

・その他 

2）水量、水圧管理の目標値 

3）水質管理の目標値 

4）保守点検 

・施設の現状を踏まえた基本方針 

・日常点検の具体的項目と頻度 

・定期点検の具体的項目と頻度 

 

（3） 水道施設管理マニュアルの改訂と検証 

受託者は、業務実施によって得られる知見を踏まえて、水道施設管理マニュアルの改訂

を適宜行うものとする。業務着手後1年経過後（令和9年4月1日）、業務終了時（令和12年3

月31日）には、本マニュアルの検証結果とマニュアルの改訂版を事務所に報告しなければ

ならない。 

 

2.1.11 業務計画に関する事項 

（1） 業務計画書 

受託者は、契約締結日より14日以内までに、事業期間を通じての業務の実施体制および内

容、実施方法等について記載した「業務計画書」を作成し、事務所へ提出する。 
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「業務計画書」は、募集要項、要求水準書、並びに受託者の提案内容を満たすものとし、

事務所と協議の上、決定すること。また、業務計画の策定に際しては、創意工夫・ノウハウ

を活かした水道施設管理手法の提案を行い、質の高いサービスの提供に努めること。 

なお、業務着手後、一定期間を経ないと具体的な記述が困難な事項にあっても全て項目の

列挙を行い、基本方針を述べるともに、詳細内容の提案時期を明示しなければばらない。 

 1） 基本計画 

・実施体制（組織・人員の配置と氏名、経験および資格等） 

・業務実施計画（実施計画の基本方針や骨子） 

・水道施設管理マニュアル 

・自家用電気工作物の保安規程 

・水質検査計画 

・危機管理対応マニュアル 

・その他業務計画上必要な事項 

 2） 実施計画 

実施計画には、①運転管理業務、②保全管理業務、③管路維持管理業務、④水質検査業務、

⑤調達管理業務、⑥環境管理業務、⑦安全管理業務の各項目について、次の観点から具体的

な実施計画内容を様式とともに示すこと。 

・各業務の業務実施計画（実施内容、実施体制、実施スケジュール等） 

＊各地区別、施設別に業務期間全体の詳細内容を記載する。 

＊②保安管理業務（保守点検業務）については、年度により実施対象施設が異なる可能

性があるため、業務期間全体での実施内容がわかるようにする。 

・年間並びに月間維持管理実施計画の内容及び様式 

・業務報告書（月間、年間）、並びに業務日報の内容及び様式 

＊各施設の運転管理データ（水位、流量、水質、機器の運転時間ほか）について、日報

（時間毎）、月報（日毎）、年報（月毎）として整理する項目と様式の明示を含む。 

・業務日報の内容及び様式 
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・業績等の監視項目および判断基準、実施方法等（自主モニタリング） 

・その他業務計画上必要な事項 

 

（2） 年間維持管理実施計画 

受託者は、毎事業年度の開始 1 ヶ月前に当該年度に係る年間維持管理実施計画を作成し、

事務所の確認を得る。年間維持管理実施計画には主に当該年度の年間を通じた基本的事項、

スケジュールを把握できるように作成する。 

（3） 月間維持管理実施計画 

受託者は月末に、翌月の月間維持管理実施計画を作成し、事務所の確認を得る。上記、年

間維持管理実施計画の内容について日単位で把握できるように作成する。 

2.1.12 業務報告に関する事項 

（1） 業務日報 

受託者は、各維持管理業務を実施した日毎に業務の実施内容や確認事項等について記録

するものとし、記録する内容は、各維持管理業務の要求水準の規定のほか受託者の提案を

踏まえ業務計画書において定める。 

また、記録した内容は、業務計画書に別途定めるところにより、事務所に報告すべき事

項を業務日報として整理し、次項（2）に定める月間業務報告書と合わせて市に報告する

ものとする。 

（2） 業務報告書（月間及び年間） 

受託者は、月間及び年間の業務報告書を作成し、事務所に提出する。業務報告書に記載

する事項は、各維持管理業務の要求水準の規定のほか受託者の提案を踏まえ業務計画書に

おいて定めるが、本報告事項は業績等の監視の確認書類の一部として用いることに留意す

る。 

なお、業務報告書（月間及び年間）の提出期限は、次の通りとする。 

・月間業務報告書の提出期限： 翌月の 10 日開庁日 

・年間業務報告書の提出期限： 翌年度の 4 月 10 日開庁日 
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（3） その他提出図書 

 1） 水道施設管理マニュアル 

受託者は、業務着手後1年経過後（令和9年4月1日）、業務終了時（令和12年3月31日）

には、水道施設管理マニュアルの検証結果とともに、マニュアルの改訂版を提出しなけれ

ばならない。 

 2） 施設機能報告書 

受託者は、保全管理業務（保守点検業務、修繕業務）、並びに危機管理対応結果（事故、

故障等の非常時対応ほか）、その他施設に関する諸データを整理し、各施設の機能評価を

行うとともに、必要に応じて施設の改良提案を行う。これらの結果は、施設機能報告書と

して取り纏め、年に一度に事務所へ提出する。なお、詳細は、2.3.2 による。  

（4） 業務状況報告会議の実施 

①事務所は、受託者の業務内容、帳簿及びその他の事項について、報告を受けるため定期的

に会議を開催するものとする。なお、開催頻度は、月 1回を原則とする。 

②事務所は、前号のほか、必要と認めたときは、受託者と臨時に業務に係る会議を開催する

ものとする。 

（5） その他の事項 

 1） 適時の業務報告 

前項までに定めるもののほか、施設の異常や故障、事故など業務の遂行に支障をきたす

ような事象を発生した場合は、速やかに事務所に報告すること。また、業務遂行上必要な

ものとして事務所から要請があった場合も同様とする。 

 2） 記録及び提出書類の媒体等 

維持管理業務の記録や資料、報告書等は、原則として電子データを併せて提出すること。 

 3） 記録等の整理・保管・更新 

維持管理業務に関する業務履歴および観測データ、図面、台帳、報告書類等は、事務所

が常時確認できるよう、事務室等に事業期間を通じて整理・保管し、適宜更新する。 

また、受託者は、水道施設維持管理の調査・研究のために、事務所が維持管理対象施設
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の運転管理データ等の集計・整理を要請した場合には、これに協力すること。 

2.1.13 その他事項 

（1） 附帯業務 

受託者は、業務計画書に基づき業務を実施する。なお、業務実施に当たり、次のことに

対応する。 

 

 1） 苦情に対する一次対応（周辺住民対応） 

受託者は、事業全期間にわたって、常に適切な運営を行うことにより、周辺の住民の信

頼と理解、協力を得ることに努めること。ただし、苦情が寄せられた場合には、適切な対

応を行うとともに速やかに事務所に報告する。 

 

 2） 見学者対応 

受託者は、本事業の意義・目的を十分に理解し、事務所の要請に応じ、施設の更新期間

中を含む事業全期間にわたって、浄水場等への見学者を受け入れ、事務所と共同で対応を

行う。 

 

 3） 廃棄物処理 

受託者は、業務に伴い発生する廃棄物を自ら処理する。 

（2） 職員の教育訓練 

 1） 平常時 

受託者は、従業員に対して維持管理業務全般の実施能力向上に向けた教育を実施する。 

 2） 緊急対応 

受託者は、事故や災害が発生した場合に適切に対処するための訓練を定期的に実施する。

また、災害対策資機材等を常備し適切に管理する。 

（3） 留意事項その他 

 1） 貸与品の取扱い 

受託者は、事務所より預託された貸与品は、善良な管理者としての注意義務をもって管

理し、貸与期間に関して定めがない場合は、事業期間終了時に通常に使用できる状態で返

却する。 
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 2） 鍵の取扱い 

受託者は、預託された施設の鍵は厳重に管理し、複製することなく、事業期間終了時に

返却する。 

 3） 清掃・整頓 

受託者は、業務場所を適宜清掃するとともに不要な物品等は整理・整頓し、清潔に努め

なければならない。 

 4） 火災の防止 

受託者は、火元責任者を選び、火気の始末を徹底させ、火災の防止に努める。 

 5） 盗難の防止等 

受託者は、現場における設備機器、備品工具等の盗難、及び不法侵入者の防止に努める。 

 

2.2 運転管理業務 

2.2.1 業務概要 

受託者は、市水道施設の現状を十分に把握した上で、水道法第 24条の 3の規定に基づく「水

道管理業務受託者」として、適切な運転管理業務（水量管理、水圧管理、水質管理）を行い、

安全で安定した水道水の供給につとめなければならない。また、現行のサービス水準を維持

することはもとより、その向上を図り、安定供給が確保できる十分な業務実施体制による望

むこと。なお、本業務は、原則として受託者が策定し、事務所の承認を受けた「水道施設管

理マニュアル」に従い実施されなければならない。 

主要な業務内容は、以下に示すとおりである。ただし、以下に記載なき項目であっても、水

道管理業務受託者として必要となる業務については、本業務に含むものとする。 

（1） 運転管理 

 1） 取水・導水施設 

・取水施設（ゲート、堰等）の監視、運転/停止及び取水量の調整 

・取水ポンプの運転状況の監視、運転/停止及び取水量の調整 

・水源施設の状態把握（原水監視を含む）、ごみ等異物の除去作業 
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・取水量監視（水利権上の許可水量との整合確認を含む） 

・その他 

 2） 浄水施設 

・原水の監視/調整 

・各系列の水量配分の監視/調整 

・各浄水処理工程（ろ過池ほか）での処理状況の監視 

・各種設備機器の運転状況の監視/操作 

・ろ過流量（速度）、ろ過抵抗等の監視/調整 

・ろ過池出口の濁度の監視（クリプトスポリジウム対策を含む） 

・膜差圧並びに透過流速の監視（膜ろ過方式の場合） 

・ろ過池洗浄に関する監視/操作（サイクル調整を含む） 

・ろ過池（ろ層）の状態監視 

 ＊ろ過池の水深、ろ過速度、藻類の発生状況等 

・ろ層調査並びに掻き取り作業,ろ過排水作業 

・浄水水質（残留塩素濃度・濁質ほか）の監視 

・その他計装設備（水位、流量、水質）の監視 

・次亜塩素酸ナトリウム等薬品注入設備の運転状況の監視、注入率の変更 

・各薬品タンクの液位の監視, 

・各種自動制御機器の監視/制御パラメータ値の変更 

・各種建築付帯設備（換気設備、空調設備等）の監視 

・その他 

 3） 送・配水施設 

・浄水池の水位監視 

・送水ポンプの運転状況の監視、運転/停止及び送水量の調整 

・配水池の水位、流量の監視 

・浄水場出口の水質管理 
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・増圧ポンプの運転状況の監視、運転/停止及び送水量の調整 

（2） 非常時対応 

2.2.5非常時対応による。 

（3） データの記録・整理 

受託者は、運転管理に係る各種データを記録し、整理しなければならない。なお、データの

記録・整理は、「業務計画書」に従い実施されなければならない。 

2.2.2 水量管理 

取水状況・配水状況により必要な設備・機械を運転し、取水量・送水量の調整、浄水処理

工程の水位などのバランス調整および浄配水池間の送・受水量の調整を行い、安定した配水

量を確保・供給に努めること。なお、必要に応じて、浄水施設、取水施設を含めて調整を行

うこと。 

2.2.3 水圧管理 

管末で減圧給水とならないよう、配水池水位、送・配水ポンプ設備を適切に管理し、適正な

水圧管理に努めること。 

＊但し、配水管末端において、最低 0.15MPa の配水圧力を確保しなければならない。 

2.2.4 水質管理 

受託者は、原水水質の変化に対応した浄水管理を行うを可能とするため、適切な水質管理を

実施しなければならない。また、水質管理に必要な項目の検査・測定を適時実施するものと

し、必要に応じてジャーテストを実施し、最適な薬品注入率を決定し、水質の向上に努める

こと。なお、水質異常時には、確認と原因究明のために必要な水質検査を早急に実施し、そ

の結果を適時本市に報告する。 

水質管理に関する要求水準は、次の通りである。 

①配水池から給水栓までの浄水は、常に水道法の水質基準に適合していること。 

②給水区域の末端（管末）※での残留塩素の確保を考慮し、各施設（浄水場、配水池）出口

部の残留塩素濃度の管理目標値を適切に定めた上で、適正な管理を行うこと。 

※給水区域の末端（管末）での遊離残留塩素は、0.1mg/l以上を保持可能とすること。 
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2.2.5 非常時対応 

受託者は、施設（設備）の異常・故障、配水池水位・流量・水質の異常、停電等の非常時に

は、現場に急行し、原因の特定を行い、緊急の対応を行う。なお、非常時対応は、原則とし

て受託者が策定し、事務所の承認を受けた「危機管理対応マニュアル」に従い実施されなけ

ればならない。 

2.2.6 その他 

①運転管理に係るデータは、業務計画書で明示した方法にしたがい、確実に整理・保存する

こと。また、極力関連データについても整理・保管しておくこと。 

②効率的な運転管理を行い、使用電力量の削減等、極力省エネルギーに努めること。 

③非常時の対応に備え、現場状況の状況に応じて、現場へ到達するためのアクセス道路を事

前に設定し、常時確認を行うこと。 

④運転監視データ（水量、水圧、水質）に異常が確認された場合は、事務所に報告するほか、

速やかに原因の特定を行い、適切な改善策を実施すること。また、必要に応じて監視体制

の強化を行うこと。 

 

2.3 保全管理業務 

2.3.1 保守点検業務 

（1） 業務概要 

受託者は、予防保全の観点から日常および定期的に施設の機能及び劣化の状態を確認し、

必要に応じて消耗品または材料の取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽妙な

作業を実施し、施設を正常な状態に維持する。なお、点検等で異常・不良あるいは毀損等を

発見した場合には、速やかに事務所に報告するとともに、適正な処置を講ずる。 

契約期間終了時においても、全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、

著しい損傷および劣化がない状態とする。 

①機械・電気・計装設備保守管理業務 

機械・電気・計装設備は何らかの故障や事故が発生すると施設全体を停止させるような事
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態が生ずることもあるため、設備の構造や特性はもとより、本浄水場のシステム全体を熟知

し、保守管理を行うこと。 

②自家用電気工作物の保安管理 

市水道施設のうち、電気事業法の規定による自家用電気工作物（高圧受変電設備、自家発

電機設備等）について、外部委託の場合については、当該施設に精通しているものを採用する等、

効率的な手法を検討すること。 

また、本対象設備については、契約期間内において最低１回精密点検を実施すること。 

③水槽等の保守管理業務および清掃業務 

浄水場や配水池等における水槽については、施設の状況を目視により内部に損傷等がない

ことを確認するとともに、清掃等、保守管理を行うこと。 

また、その他全ての施設に対して、外観、衛生状態を良好に保ち、人に不快感を与えない

ように適切に清掃等行うこと。 

④建築物保守管理業務 

浄水場等管理対象施設の建築物（付帯する建築設備を含む）について、その機能を良好に保

つよう保守・管理を行う。また、防災上必要と考えられる設備については、受託者において

設置すること。 

（2） 業務内容 

受託者は、機器の正常な運転を確保するために行う日常保守点検並びに定期保守点検、さら

に検知された異常に対して行う臨時の保守点検等を実施する。 

 1） 日常保守点検 

・日々の保守点検記録のなかで実施する現地確認では主要機器の劣化状況、設置状況につ

いて目視で確認する。 

・日常点検業務には法令に定められたものの他、受託者自らが提案した定期自主点検や点

検機器周辺の清掃を含むものとする。 

・日常点検は、法令に定めるものの他、本要求水準書の「1.5.2 要綱・各種基準等」で

挙げた、要項・要領、基準等によるものとする他、過去の運転・維持管理おける保守・
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点検項目、内容等を参考に、受託者のノウハウを生かして計画する。 

・日常点検には、日常の巡視点検を含むが、運転管理業務に含まれるものにあっては、同

データを活用するものとする。 

・電気事業法の規定による自家用電気工作物については、電気主任技術者が保安規程に基

づく保安管理を行う。 

 2） 定期保守点検 

・受託者は法令に定めるもの他、施設の性能確保に必要な定期保守点検を自ら作成し、事

務所の確認を受けたのち、自らの負担により実施する。 

・定期保守点検は、対象施設（機器）毎に、実施項目と内容、頻度（月次保守点検、年次

保守点検等）を定めるものとする。 

・定期保守点検の中でメーカー等による作業が必要となるものにあっては、その実施体制

を明確にすること。 

・ポンプ等の定期的な先発号機切替が必要な機器がある場合は、定期保守項目として記載

すること。 

・膜ろ過方式の浄水場にあっては、膜の薬液洗浄の方法（オンサイト又はオフサイト）や

実施体制と時期について明確にすること。 

・管理対象施設のうち、重要な設備（自家用電気工作物を含む）については、契約期間内

において最低１回精密点検を実施するように計画すること。 

・電気事業法の規定による自家用電気工作物については、電気主任技術者が保安規程に基

づく保安管理を行うこと。 

（3） 結果の報告 

 1） 保守点検記録の作成、保管および提出 

受託者は、電気設備および機械設備の保守・点検および簡易な修理等の記録として、

保守・点検記録、修理・事故記録等を作成し、事業期間終了時まで保管する。また、点

検・修理・事故内容等は、毎月事務所に報告する。 
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 2） 報告書の作成・保管および報告等 

定期点検を実施した際は、受託者は現地で点検作業に立会い内容の確認を行うととも

に、その結果を定期点検実施報告書としてとりまとめ、事務所に提出する。 

事務所は、報告書を受領してから 10 日以内に業務の完了検査のための検査を実施する。

検査の結果、是正が必要であると市が認めた場合、受託者は是正を行う。 

（4） 業務概要 

受託者は、修繕業務として、施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは

機能を原状あるいは事実上支障のない状態まで回復させるために行う、修理、交換、分解整

備および調整に加えて、施設の延命化や予防保全の観点から、施設の劣化や性能低下が発現

する前に実施する修繕業務を含めて適切に実施しなければならない。 

また、資本的支出にかかる工事は、修繕工事の対象外とする。ここで、資本的支出とは、地方

公営企業法（昭和 27年法律第 292号）の定めるところによる。 

修繕業務の対象施設は、送・配水管等の管路施設を除く全ての管理対象施設とする。 

修繕業務は、計画修繕と突発修繕（小修繕と小修繕以外）に区分し、計画修繕と突発修繕

（小修繕）に係る費用は、受託者の負担とする。 

【修繕業務の区分】 

■計画修繕：過去の保守点検記録や標準的な耐用年数等に基づいた計画的な修繕。費用 

      は、受託者が負担。 

■突発修繕：予見することが困難な故障や事故等に対応する修繕。小修繕と小修繕以外の 

突発修繕業務に区分される。 

□小修繕；突発修繕のうち、1件当り概ね50万円未満で、かつ年間の累計額 

が概ね300万円以下となるもの。費用は、受託者が負担。 

□小修繕以外の突発修繕業務；小修繕以外の突発修繕。費用は、事務所が負

担。 

 1） 計画修繕（メーカー点検を含む）業務 

・施設の標準的耐用年数及び過去の保守点検、修繕記録等を踏まえ、施設の延命化や予防
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保全の観点から、保守点検業務と一体的に実施するのが望ましいと想定される修繕業務

について計画的に実施する。 

・修繕に使用する部品等は、仕様変更による性能低下とならないように実施する。 

・計画修繕に係る費用は、受託者の負担による。 

 2） 小修繕業務 

・業務の点検結果等で異常が確認された場合、偶発的に生じた設備などの故障、不良、破

損などが生じた場合は適宜修繕その他適正な処置を講じ、機能の回復を図る。 

・当該施設ならび設備の機能が正常に発揮・維持できるよう、適切に修繕を実施する。 

・修繕に使用する部品等は、仕様変更による性能低下とならないように実施する。 

 3） 小修繕以外の突発修繕業務 

・善良な維持管理の元で、性能に影響を及ぼすような突発的な不具合が設備、装置、機器

等に発生した場合は、被害を最小限に留めるよう臨機の措置を行う。 

・「小修繕に該当しない」と受託者が判断した場合は、速やかに緊急性や修繕の方法、費

用等について事務所に報告し、対応について事務所と協議を行う。 

（5） 修繕計画の留意事項 

受託者は、従前、事務所が実施してきた保守点検業務と一体で行った修繕業務よりも、部

品交換頻度等を減じた修繕計画を立案することが可能であるが、この場合において突発修繕

が発生した場合、原則として受託者の負担とする。 

（6） 記録の保管・報告 

受託者は、修繕業務の対応を行う場合は、必ず修理・事故記録等を作成し、事業期間終了

時まで保管するとともに、毎月事務所に報告する。 

2.3.2 施設機能報告書の作成 

受託者は、保全管理業務（保守点検業務、修繕業務）、並びに危機管理対応結果（事故、

故障等の非常時対応ほか）、その他施設に関する諸データを整理し、各施設の機能評価を

行うとともに、必要に応じて施設の改良提案を行う。これらの結果は、施設機能報告書と

して取り纏め、年に一度事務所へ提出する。なお、詳細については、下記の通りとする。 
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《施設機能報告書の記載事項》 

・機器の基本情報（機器台帳）、・日常点検の記録、・定期保守点検（月次/年次）の記録 

・異常/故障等の発生/対応記録、・修繕記録、・性能評価／機能面の支障の有無 

 

2.4 管路維持管理業務 

2.4.1 業務概要 

（1） 配水管網の管理 

受託者は、配水系統毎に配水管網の特徴を把握し、緊急時の対応を可能とするため、配水管

網を複数のブロックに分割し、それぞれの需要者（水栓番号）、水使用量等の関連付けを行う。

本作業においては、管路台帳システムと水道料金システム等を適宜活用するものとする。 

さらに、各ブロック内に漏水が発生した場合を想定し、バルブ【閉】操作を行う地点と漏水

波及区間の特定が可能となるために必要な図面等の資料を作成し具備するものとする。なお、

本検討に当っては、マッピングシステム（仕様は受託者の提案による）を活用してもよい。 

また、配水管網の中で死水の発生が予想される箇所を、過去の維持管理実績や配水管網計算

等の手法により抽出し、適宜、排泥作業等の実施を行うこと。なお、受託者は、定期的に配

水管内の残留塩素濃度の計測を行い、配水管内での残留塩素の消費の傾向把握に努めること。 

（2） 送・配水管路、付属施設の維持管理 

送・配水管路、消火栓・空気弁等の付属施設について、適宜巡回点検を実施し、その機能を

良好に保つように維持管理を行うこと。 

（3） 漏水調査に関する業務及び漏水修理工事 

事務所の指定する漏水調査を実施すること。また、需要者等から寄せられた漏水に関する

相談・調査依頼等については、確認調査が必要と判断した場合は現場調査を実施し、調査結

果に基づいて適切に対応する。 

突発的に発生した断水の可能性がある漏水が発生した場合は、被害を最小限に留めるよう臨機 

   の措置を講じると共に速やかに緊急性や修繕の方法、費用等市に報告し、対応について事務所と

協議する。漏水修理工事を行う場合は、漏水修理記録等を作成し、事業期間終了時まで保管すると 
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共に、毎月事務所に報告する。 （一定額を計上している。年度の末に実績により精算する。） 

（4） 濁水・赤水の対応 

 漏水修理工事、他事業者による水道管破損、自然漏水等により濁水、赤水が発生した場合

はその原因を調査し、必要に応じて排水作業を実施する等早期解消に努めること。また、発

生地域が広範囲に及んでいる場合は、適切な対応をするとともに、事務所に連絡し、対応を

協議すること。 

2.4.2 非常時対応 

受託者は、漏水発生等の非常時には、速やかに現場に急行し、応急対応を行い、事務所に連

絡し、引き継ぐものとする。 

【管路の非常時対応の流れ】 

①現場に急行し、状況を把握する。 

②漏水原因を特定するために、水質検査を実施する。 

③バルブ【閉】操作が可能な場所の抽出とその影響範囲（需要者）を特定する。 

※漏水により周辺に２次被害を及ぼす恐れのある場合や配水池の水位が急激に低下する場合

等にあっては、緊急の対応を行う。 

なお、以上の各段階において、適宜事務所担当職員に報告を行うものとする。 

④事務所職員の指示により、各種操作（バルブ開閉操作を含む）等を行う。 

 

2.5 水質検査業務 

2.5.1 浄水場での水質検査 

受託者は、取水した原水を水道法に基づく水質基準に適合した水とするために、浄水処理

工程における水質を十分に把握し、管理しなければならない。なお、水質検査の地点、項目、

頻度等については、過去の水質検査の結果と受託者のノウハウを踏まえて、適切に設定する

ものとする。なお、採水時刻は毎日定時（自動計測項目を除く）とするとともに、水温並び

に気象観測（天候、気温、降水量等）の結果についても、合わせて整理すること。 
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2.5.2毎日検査と管末の残留塩素濃度測定 

水道法に規定する色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する水質検査（1 日 1 回以上）について

は、従前通り、浄水場内の給水栓で実施することを可能とする。また、管末においては、最低限残留

塩素濃度の計測を実施すること。 

なお、管末における残留塩素濃度測定の方法については、受託者の提案により、残留塩素濃度計

を設置し、テレメータ伝送する等の施設整備を行うことも可能とする。この場合、費用対効果について

明確にしなければならない。 

2.5.3定期の水質検査 

受託者は、水質検査計画に基づき、定期に水質検査を実施する。 

 

2.6 調達管理業務 

（1） ユーティリティー 

受託者は、運転管理に必要な燃料等の調達管理を行う。 

 1） 燃料の調達管理 

受託者は、災害時等の自家発電設備の運転に備え、燃料備蓄量の常備管理を行う。自家

発電設備用の燃料の調達は受託者が自らの負担により調達する。受託者は燃料の種別等を

事前に事務所に報告し、確認を得る。また、受託者は、燃料等の使用実績について毎月と

りまとめ、事務所へ報告する。 

また、自家発電設備用の燃料を調達する際には、燃料の種別、量等を事前に事務所に報

告し、確認を得る。 

（2） 薬品類 

受託者は、施設の運転・維持管理に必要な薬品類の常備管理を行う。事務所は、本事業

期間開始時に事務所が保有する薬品類の提供を行うが、受託者は、これら在庫の薬品等の

数量を事務所の立会いのもとに確認し、適切に貯蔵、管理する。事務所が提供する薬品類

の在庫が少なくなった場合は、必要に応じ受託者自らが必要な薬品類の調達を行い、適切

に貯蔵、管理する。 
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なお、更新後の施設で使用するために受託者が独自に調達する薬品類については受託者

の提案によるものとするが、これら薬品類の調達は受託者が自らの負担により調達する。 

受託者は使用する薬品類の種別等を事前に事務所に報告し、確認を得る。また、受託者

は、薬品類の使用実績について毎月とりまとめ、事務所へ報告する。また、薬品類の調達

を行う際には、薬品類の種別、量等を事前に事務所に報告し、確認を得る。 

（3） 備品・消耗品等 

受託者は、自ら使用する備品および業務履行に必要な消耗品等の調達管理を行う。事務

所は、本事業期間開始時に事務所が保有する備品を貸与、材料品類の提供を行うが、受託

者は、これら備品等の数量を事務所の立会いのもとに確認し、適切に貯蔵、管理する。ま

た、業務期間中に事務所が貸与する備品については、受託者はその機能を維持するととも

に、故障が生じた場合は、受託者がこれを修繕する。 

事務所が貸与する材料品類の在庫が少なくなった場合には、受託者自らが必要な材料品

類の調達を行い、適切に貯蔵、管理する。なお、受託者が独自に調達する材料品類につい

ては受託者の提案によるものとするが、使用する材料品の種類、使用量等について、受託

者は事前に事務所に計画書を提出し確認を得る。また、材料品類の使用実績については毎

月取りまとめ、事務所へ報告する。 

なお、事業期間終了時には、受託者は、事務所から貸与された備品について同等かつ同

数量以上のものを事務所に引き渡すものとする。 

 1） 完成図書・工具等 

管理対象施設内に保管されている完成図書、特殊工具等であって業務履行上必要ものに

ついては、事務所がこれを貸与する。貸与品を損傷、又は紛失した場合には、受託者がこ

れを弁済すること。点検整備、小修理に必要な小型工具や測定機器類は、原則として受託

者の負担とする。 

 2） 事務用品等 

業務処理に必要な事務器具、事務用品は、受託者の負担とする。 
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（4） 留意事項 

⚫ 燃料、薬品等のユーティリティーは、水道施設としての機能が確保可能な範囲内において、

極力節減に努めるものとする。 

⚫ 適正な品質および規格の物品等を調達し、施設機器の運転、耐用年数等に影響を与えない

ようにする。 

⚫ 物品管理者を選任し、保管、取扱等には十分注意して適正な管理を行う。 

 常に在庫数量等を把握して適宜適切に調達し、在庫不足、品質低下等による施設

運転等への支障を与えないようにすること。 

 業務の履行開始日に支給する燃料、工業薬品、電気機械消耗品類等の貸与品につ

いては、その種類、規格、数量等を借用書に記載し、事務所に提出する。 

 

2.7 環境管理業務 

（1） 清掃業務 

受託者は、維持管理対象施設の機能および作業環境を良好に保つために、現状と比べて美

観を損なわない状態を継続するよう対象施設および周辺の清掃業務を行う。 

 

（2） 植栽等外構管理業務 

受託者は、本事業で維持管理対象である全ての外構施設（植栽含む）について、外観、衛

生状態を保ち、人に不快感を与えないよう、適切に管理等を行うとともに、各施設の本来の

機能を維持するため必要に応じて補修する｡ 

なお、外構および植栽の維持管理対象範囲は、運転維持管理対象施設場内とする。 

 

 1） 外構施設等保守・点検および修繕業務 

受託者は、建物周囲の道路等を含めた対象施設に係わる外構施設について、作成した計

画書に従い保守・点検を行うと共に、必要に応じ修繕を実施する。 

 

2.8 安全管理業務 

警備業務の対象範囲は、浄水場、配水池とする。受託者は、本委託における維持管理範囲

において、あらかじめ作成した警備業務計画（業務計画書の記載項目）に基づき警備を行う。 
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（1） 防犯・緊急時対応等業務 

① 受託者は、業務地内に第三者が自由に立入ることがないよう、出入口の施錠を確実に

行うなど必要な対策をとる。 

② 受託者は、各種警報機器の維持管理を行う等、日頃から災害の未然防止に努める。 

③ 受託者は、現在設置されている機械警備機器を活用して、施設の防犯に努める。 

 

 

（2） 保安業務および衛生管理 

① 受託者は、本委託の実施にあたり、安全管理、事故防止に必要な措置を講じる｡ 

 

2.9 その他事項 

2.9.1 設備機器の追加 

受託者は、本業務を実施するに当って、計装設備＊1や遠方監視項目＊2の追加が望ましいと

判断される場合には、設備機器の追加の提案を行うことができる。ただし、ここで提案可能

な設備機器とは、維持管理の効率化と給水の安全と安定に寄与するものであって、浄水処理

方式の変更（一部を変更を含む）に該当する等、認可事項に関わるものは除外する。なお、

遠方監視設備の機能増設については、1.4（4）遠方監視システムの使用条件に示すとおりで

ある。 

＊1 水位、流量、水質等の自動計測機器など（管末残塩の自動測定装置を含む） 

＊2 テレメータ装置の増設を含む 

2.9.2 業務改善提案書 

受託者は、事務所が安全・安心な水道を継続的に供給可能とするために業務の改善が必要ない

しは望ましい事項が認められる場合にあっては、その種類を問わずこれを提案することができ

る。この業務の改善提案については、「業務改善提案書」として取り纏め、文書として提出する

こと。また、業務改善提案書の提出を受けた場合、事務所は適宜回答を行うが、年度毎に実施

する事業モニタリング結果（事業評価結果）として回答・公表する。なお、この業務改善提案

のうち、有用な提案（必ずしも早急に採用可能な技術を意図しない）が認められる場合には、
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業務評価において加点する予定である。 

2.9.3 自主モニタリング 

受託者は、本業務の適切な実施を達成するため、自ら業務履行状況に対する監視及び評価

（自主モニタリング）を実施しなければならない。受託者は、業務の着手前までに自主モニ

タリングの実施体制、方法、頻度等について定め、業務計画書に明示しなければならない。 

 

3 ．給水装置関連業務 

3.1 基本事項 

3.1.1 目的 

需要者が必要とする水量の水道を、清浄な状態で安定的に給水でき、かつ給水装置からの逆流によ

る水質事故防止や衛生対策に配慮した給水装置を設置することを目的として、給水装置工事の審査か

ら検査に至る一連の業務を実施する。なお、本業務は、水道法第 24 条の 3 の規定に基づく包括的な

業務委託の一部として実施するものであり、受託水道業務技術管理者の監督の下に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 業務の規模 

業務範囲は、2.水道施設管理業務と同一であり、下表に示すとおりである。 

表 3.1 給水装置関連業務の対象施設（事業別、給水区別） 
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事業名 地区名 配水系統 
現在*1 現在*1 

給水人口 世帯数 

上水道 

    国司     

吉田給水区 福原 7,237 4,178 

    坂巻     

甲田給水区 

小原 

3,396 1,865 

甲立 

吉田町丹比・可愛簡易水道 福原 1,032 514 

八千代簡易水道 

佐々井 

2,792 1,562 

北原 

本郷 

別所 

  

本郷簡易水道 

本郷 

722 374 美土里町 横田 

  生田簡易水道 生田 

  川根簡易水道 川根     

高宮町 原田簡易水道 原田 851 515 

  船佐中央簡易水道 船佐中央     

  糘地簡易水道 糘地     

甲田町 浅塚簡易水道 浅塚 293 175 

  高地長屋簡易水道 高地長屋     

  向原中央簡易水道 向原中央     

向原町 戸島簡易水道 戸島 2,702 1,548 

  坂上簡易水道 坂上     

高宮町 

すだれ地区 すだれ 

61 45 

下福田地区 下福田 

計 19,086 10,776 

 

*1 令和 6年度実績 

 

 

3.1.3 業務の範囲 

本業務の範囲は、次の（1）～（8）のとおりである。但し、(5)取り出し工事業務については、指定給水

装置工事事業者等が実施する事業者施行に関する業務を対象とし、事務所が実施する受託施行につ
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いては対象外とする。また、指定給水工事事業者の指定等に係る事務は、本業務の対象外とする。 

（1）図面閲覧・窓口対応業務 

（2）窓口相談並びに設計事前相談 

（3）工事申請受付業務 

（4）設計審査業務 

（5）取り出し工事業務 

（6）工事検査業務 

（7）量水器管理業務 

（8）台帳整理・管理業務 

3.1.4 法令の遵守等 

受託者は、業務の実施に当って、下記の条例及び規程、並びにその他関連法令を遵守しなければ

ならない。 

・広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例 

(令和 5年 3月 31日広島県水道広域連合企業団条例第 21号) 

・広島県水道広域連合企業団安芸高田市水道事業における水道事業給水規程 

(令和 5年 3月 31日広島県水道広域連合企業団管理規定第 51号) 

・広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者規程 

(令和 5年 3月 31日広島県水道広域連合企業団管理規定第 13号) 

  ・広島県水道広域連合企業団給水装置工事施工基準 

   (令和 8年 4月施行) 

3.1.5 業務の期間 

令和 8年 4月 1日～令和 12年 3月 31日 

なお、契約を締結した日から令和 8年 6月 30日までの期間は、業務引継ぎ期間とする。 

3.1.6 業務の実施場所 

安芸高田市役所内の指定した場所に受託者の事務所を設置し、業務を実施するものとする。な

お、受託者の事務所には、受託者名並びに受託者が給水装置関連業務の受託者であること等を
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明示した看板を掲示する。 

3.1.7 使用する管理システム（データベース） 

事務所が導入している既存の管理システム（データベース）の利用を可能とするが、受託者で新

たな管理システム（データベース）の導入を提案してもよい。なお、この管理システム（データベー

ス）については、受託者が新たに導入・整備する「水道料金等システム」の機能追加として対応する

ことを可能とする。 

3.1.8 窓口営業時間 

原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から 1

月 3 日までの年末年始を除く日の営業時間は、8 時 30分から 17 時 15分までとする。なお、給水

停止実施日においては、開栓に係る業務を行うため、20 時 00 分までとする。ただし、業務上必要

な場合は、上記に掲げる営業時間を超えて業務を行わなければならない。 

なお、上記の営業時間は、最低限要求する時間を示したものであり、これを超えて提案するもの

を拘束するものではない。 

3.1.9 業務従事者と有資格者 

（1）業務従事者 

受託者は、適正な体制のもと業務を遂行するため、業務従事者届を事務所に提出し、承認を受

けなければならない。ただし、事務所が不適当と認めた場合は、交代させることができる。 

（2）有資格者 

   業務従事者は、「給水装置工事主任技術者証」の交付を受けているもの、又は受託水道技術管

理者とする。 

（3）身分証明書 

   受託者は、業務従事者の身分証明書の作成に当たって、身分証明書交付承認申請書により事

務所の承認を求めるものとする。また、受託者は、業務従事者全員に身分証明書を交付し、その管

理をしなければならない。 

（4）身分証明書の着用 

業務に従事するときは、受託者が発行し、事務所が証明した身分証明書（顔写真付）を常に着
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用しなければならない。着用位置は、市民から認識しやすい位置とする。 

（5）現場立会時等の対応 

現場立会時等で個人の土地又は建物等に立ち入る場合は、立入目的を告げ立ち入ることとす

る。また、業務の実施に当たっては、態度及び言動に十分注意するとともに、使用者等の誤解を招

くことのないようにしなければならない。 

3.1.10 業務責任者 

（1）受託者は、本業務の管理運営のため、業務従事者の中から業務責任者を選任しなければならな

い。 

（2）業務責任者は、地方公共団体等の水道事業者において、給水装置に関する業務（3.1.3 に示す

業務範囲）について、2 年以上の実務経験を有するものとし、業務実施場所に常駐しなければなら

ない。 

3.1.11 現金取扱者 

（1）受託者は、本業務の実施に当たり、給水装置の設計審査手数料（材料検査の確認）、並びに給

水装置の竣工検査手数料等の現金を取り扱う現金取扱者を指定するとともに、事務所に届出して

承認を受けなければならない。 

（2）受託者は、領収日付印を調製し、現金取扱者に貸与しなければならない。 

（3）受託者は、現金取扱者の指定を解除しようとする場合は、領収日付印を直ちに返還させ、市にそ

の旨を届け出なければならない。 

（4）現金取扱者は、4.水道料金関連業務で選任する現金取扱者との兼任を可能とする。 

3.1.12 秘密の保持並びに個人情報の保護 

受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1）受託者は、業務の実施に際して知り得た個人情報等を、一切第三者に漏らしてはならない。なお、

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（2）受託者は、給水台帳等の情報及び本業務を実施するために用いた資料並びにその結果等につ

いて、事務所の許可なく第三者のために転写、複写、閲覧又は貸出等を行ってはならない。 

（3）受託者は、業務完了後において事務所の指示により保管を要するとされたものを除き、抹消、焼
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却及び切断等再生使用不可能な方法により処分しなければならない。 

（4）受託者は、業務の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第 57号）、広島県水道広域連合企業団個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 5

年 1 月 31 日広島県水道広域連合企業団条例第 7 号）及び同条例施行規定を遵守しなければな

らない。 

 

3.2 業務内容 

3.2.1 図面閲覧･窓口対応業務 

給水管理台帳に係る申請の受付、資料の交付を行うとともに、閲覧用管理図に係る申請の受付、

資料の交付を行う。また、個人情報に該当する資料及び情報の回答や交付については、3.1.12 の

規定に基づき、所有者（関係者）の委任状の提出を持って対応すること。 

3.2.2 窓口相談並びに設計事前相談業務 

給水装置工事に関する水道使用者からの各種相談や指定給水装置工事事業者から設計に関

する事前相談を対して、資料の準備、問題点の把握、解決策の指導等を行う。なお、苦情等につ

いては、その事実関係について正確な情報を聴取した上で、速やかに事務所に報告すること。 

3.2.3 工事申請受付業務 

指定給水装置工事事業者からの給水装置工事の申請について、提出書類、設計図の確認、記

載事項の確認、手数料徴収関連書類の作成、工期の確認等を行う。 

3.2.4 設計審査業務 

指定給水装置工事事業者からの給水装置工事の申請について、配管構造（口径、逆流防止）、

配管材料、給水器具材料、メーター設置場所、メーター周りの材料等の確認を行う。また、道路上

工事に当っての指導、分岐穿孔の実務経験の確認、誤接続防止の指導、他企業との調整指導、

近隣住民への対応指導等を行う。 

3.2.5 取り出し工事業務 

取り出し工事については、指定給水装置工事事業者等が実施する事業者施行に関する業務を

対象とする。工事立会いに先立って、現場調査を行い、必要な道路占用手続きを指導する。また、
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工事立会いについては、分岐時の立会い検査と舗装立会い（影響立会い、竣工立会い）を行う。 

3.2.6 工事検査業務 

指定給水装置工事事業者からの工事検査の申請があったものについて、完成図審査、現場検

査を実施する。完成図審査は、構造材質基準の適合審査、添付書類の確認等を行う。現場検査は、

立会い日時の調整、現場配管と図面との一致確認、構造材質基準への適合確認、メーター設置

環境の確認等を行い、必要に応じて、改善指示、再検査を行う。 

3.2.7 量水器管理業務 

検定満期を迎える量水器の取替を円滑に行うため、取替箇所の把握と照合及び給水装置の所

有者又は使用者への必要な事前交渉を行う。 

1）量水器の在庫管理 

メーター在庫数の確認、返納、指定給水装置工事事業者等への交付、返納等を行う。 

2）量水器引換工事 

請負管理、問い合わせ対応、進捗管理等を行う。 

3）不明量水器の処理 

メーター亡失、逆取に関する事務を行う。 

3.2.8 台帳整理・管理業務 

給水装置関連台帳（管理図を含む）並びにメーター関連台帳の整理・更新等を行う。 

3.2.9 その他 

本業務の実施中に、水道法違反等による水道法第 25 条の 5 第 3 項に基づく給水装置工事主任

技術者免状の返納命令や水道法第 25 条の 11 の規定による指定給水装置工事事業者の取消の用

件に該当する事案を認めた場合は、その事実関係を整理し、速やかに事務所に報告する。 

 

3.3 その他事項 

3.3.1 給水装置関連業務実施マニュアルの作成と改訂 

受託者は、本業務の実施に先立って、広島県水道広域連合企業団給水工事施工基準に基づ

き、給水装置関連業務に関する技術的な基準を定めた施行要領、事務手続き要領、設計審査並
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びに工事検査要領等を定めた「給水装置関連業務実施マニュアル」（以下、給水装置マニュアル

という。）を作成し、事務所の承認を受けること。 

給水装置マニュアルは、広島県水道広域連合企業団給水工事施工基準及び事務所がこれまで

実施してきた給水装置関連業務（事務手続きを含む）の内容について、作業立会い、ヒアリング等

を通じて、十分に把握した上で作成すること。 

給水装置マニュアルについては、契約締結後、速やかに作成作業に着手し、業務開始日（令和

8 年 4 月 1日）までに承認を受けること。また、業務実施期間中の作業実態に合わせて、必要な改

定を適宜行うものとする。 

3.3.2 使用する管理システム 

給水装置関連業務の実施に必要な管理システムとしては、事務所が所有する現システムの利用

を可能とするが、「5.水道料金等システム更新業務」における機能の活用も可能である。また、本業

務の実施に必要な新たな管理システムについては、受託者にて検討し提案すること。なお、この場

合、独立した管理システム、水道料金等システムの機能追加のどちらも可能とする。 

3.3.3 苦情等の対応 

業務に関する苦情や問い合わせについては、誠意をもって解決に当たり、その内容を速やかに

事務所に報告しなければならない。 
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4 ．水道料金関連業務 

4.1 基本事項 

4.1.1 目的 

事務所に係る水道料金の徴収業務等の一連の事務を専門業者（受託者）に包括的に委託し、事務

の効率化を図り、サービスの向上、経営の健全化を行うことを目的としている。なお、本要求水準書を、

本受託者に要求する最低の水準を示したもので、これを上回る業務水準が提案されることを期待して

いる。 

4.1.2 業務の規模 

（1） 業務の区域 

安芸高田市給水区域全域、17地区 

（2） 料金体系 

1）現行料金体系（令和 5年度 12月使用分から料金改定） 

 ・料金区分  口径別 

 ・料金体系  各口径別 

 ・基本水量  8m3 

 ・超過料金  逓増制 6段階 

 ・メーター使用料 基本料金に含む 

2）料金改定（料金改定時対応） 

（3） 調定件数等 

・水栓数  約 10,776 ＊現在給水人口；約 19,086人 

・調定件数  約 65,700 

・調定月  2ヶ月に1回（偶数月、ただし中止精算雅発生した場合、奇数月に調定が発 

               生） 

 

 

表 4.1 水道事業における調定件数等の実績（事業別、給水区別） 
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事業名 地区名 配水系統 
現在*1 現在*1 実績*2  

給水人口 世帯数 調定件数  

上水道 

    国司        

吉田給水区 福原 7,237 4,178 25,652  

    坂巻        

甲田給水区 

小原 

3,396 1,865 11,350 

 

甲立  

吉田町丹比・可愛簡易水道 福原 1,032 514 3,100  

八千代簡易水道 

佐々井 

2,792 1,562 9,505 

 

北原  

本郷  

別所  

  

本郷簡易水道 

本郷 

722 374 2,259 

 

美土里町 横田  

  生田簡易水道 生田  

  川根簡易水道 川根        

高宮町 原田簡易水道 原田 851 515 3,141  

  船佐中央簡易水道 船佐中央        

  糘地簡易水道 糘地        

甲田町 浅塚簡易水道 浅塚 293 175 1,062  

  高地長屋簡易水道 高地長屋        

  向原中央簡易水道 向原中央        

向原町 戸島簡易水道 戸島 2,702 1,548 9,384  

  坂上簡易水道 坂上        

高宮町 

すだれ地区 すだれ 

61 45 271 

 

下福田地区 下福田  

計 19,086 10,776 65,724  

 

*1 令和 6年度実績 

*2 令和 6年度実績、調定月；2 ヶ月に 1回 
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4.1.3 業務の範囲 

（1）窓口・受付業務 

（2）開栓・閉栓・精算業務 

（3）検針業務 

（4）調定の作成及び更正業務 

（5）収納業務 

（6）滞納整理業務 

（7）給水停止業務 

（8）電子計算処理業務 

（9）各種資料作成業務 

 なお、上記（1）～（9）に加えて、「3.給水装置関連業務」を円滑に実施するために必要な機能があ

れば、それを含んだ提案とすること。 

4.1.4 法令の遵守等 

受託者は、業務の実施に当って、下記の条例及び規程、並びにその他関連法令を遵守しなけ

ればならない。 

・広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例 

(令和 5年 3月 31日広島県水道広域連合企業団条例第 21号) 

・広島県水道広域連合企業団安芸高田市水道事業における水道事業給水規定 

(令和 5年 3月 31日広島県水道広域連合企業団管理規定第 51号) 

4.1.5 業務の期間 

令和 8年 4月 1日～令和 12年 3月 31日 

なお、契約を締結した日から令和 8年 6月 30日までの期間は、業務引継ぎ期間とする、 

4.1.6 業務の実施場所 

安芸高田市役所内の指定した場所に受託者の事務所を設置し、業務を実施するものとする。な

お、受託者の事務所には、受託者名並びに受託者が安芸高田市水道料金徴収事務受託者であ

ること等を明示した看板を掲示する。 
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4.1.7 窓口営業時間 

原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から 1

月 3 日までの年末年始を除く日の営業時間は、8 時 30分から 17 時 15分までとする。なお、給水

停止実施日においては、開栓に係る業務を行うため、20 時 00 分までとする。ただし、業務上必要

な場合は、上記に掲げる営業時間を超えて業務を行わなければならない。 

なお、上記の営業時間は、最低限要求する時間を示したものであり、これを超えて提案するもの

を拘束するものではない。 

4.1.8 業務従事者 

（1）受託者は、本業務に従事する業務従事者(臨時に雇用する者を含む。以下に同じ。)について、

業務従事者届を事務所に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事務所が不適当と認め

た場合は、交代させることができる。 

（2）業務従事者の採用については、受託者の責任において募集し採用するものとするが、可能な限

り市在住者を雇用するよう配慮する。 

（3）受託者は、業務従事者の身分証明書の作成に当たって、身分証明書交付承認申請書により市

の承認を求めるものとする。 

（4）受託者は、業務従事者全員に身分証明書を交付し、その管理をしなければならない。 

（5）受託者は、電算システム運用に関わる従事者として、十分な経験を有したもの中から運用責任者

を選任しなければならない。なお、現システムと新システム期間で、異なる運用責任者を選任するこ

とは問題ない。 

4.1.9 業務従事者の厳守事項 

（1）服装 

業務の実施に当たっては、業務ごとに統一された服装で従事しなければならない。 

（2）身分証明書の着用 

業務に従事するときは、受託者が発行し、事務所が証明した身分証明書（顔写真付）を常に着

用しなければならない。着用位置は、市民から認識しやすい位置とする。 

（3）現場訪問時の対応 
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現場訪問で個人の土地又は建物等に立ち入る場合は、立入目的を告げ立ち入ることとする。ま

た、業務の実施に当たっては、態度及び言動に十分注意するとともに、使用者等の誤解を招くこと

のないようにしなければならない。 

（4）業務専念義務 

業務従事中は、他の営業行為等をしてはならない。 

4.1.10 業務責任者 

（1）受託者は、本業務の管理運営のため、業務従事者の中から業務責任者を選任しなければならな

い。 

（2）業務責任者は、2年以上の実務経験者とし、業務実施場所に常駐しなければならない。 

4.1.11 現金取扱者 

（1）受託者は、本業務の実施に当たり、現金を取り扱う現金取扱者を指定するとともに、事務所に届

出して承認を受けなければならない。なお、本業務で指定する現金取扱者は、「3.給水装置関連

業務」における手数料収受等のために指定する現金取扱者を兼任することを可能とする。 

（2）受託者は、領収日付印を調製し、現金取扱者に貸与しなければならない。 

（3）受託者は、現金取扱者の指定を解除しようとする場合は、領収日付印を直ちに返還させ、事務所

にその旨を届け出なければならない。 

4.1.12 業務監督者 

（1）事務所は、受託者又は 4.1.10 に規定する業務責任者を指揮監督するため、業務監督者を選任

する。 

（2）業務監督者は、事務所長とする。ただし、事務所長は必要に応じて事務所の他の職員を指名し

て、その職務に当たらせることができる。 

4.1.13 業務監督者の職務 

（1）受託者又は業務責任者に対する指示、承諾及び協議 

（2）要求水準書、受託者提案書、契約書に基づく業務履行のための帳票類の承認 

（3）要求水準書、受託者提案書、契約書に基づく業務履行状況の検査 

（4）その他事務所が指示する業務の連絡調整 
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4.1.14 届出の変更 

受託者は、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、直ちに事務所へその旨を届け出なけれ

ばならい。 

（1）業務責任者、業務従事者に変更があったとき。 

（2）前項に定める事由のほか、業務の履行上、必要があると認められるとき。 

4.1.15 秘密の保持並びに個人情報の保護 

受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1）受託者は、業務の実施に際して知り得た個人情報等を、一切第三者に漏らしてはならない。なお、

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（2）受託者は、水道料金システムに入力されている情報及び本業務を実施するために用いた資料並

びにその結果等について、事務所の許可なく第三者のために転写、複写、閲覧又は貸出等を行っ

てはならない。 

（3）受託者は、業務完了後において市の指示により保管を要するとされたものを除き、抹消、焼却及

び切断等再生使用不可能な方法により処分しなければならない。 

（4）受託者は、業務の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第 57号）、広島県水道広域連合企業団個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 5

年 1 月 31 日広島県水道広域連合企業団条例第 7 号）及び同条例施行規定を遵守しなければな

らない。 

4.1.16 その他の遵守事項 

受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1）業務の実施に当たり、いかなる理由においても水道料金等以外の金品その他のものを収受して

はならない。 

（2）業務の実施に当たり、個人に損害を与えることのないよう細心の注意を払わなければならない。 
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4.2 業務内容 

4.2.1 窓口・受付業務 

営業所における窓口受付応対及び電話受付等のお客様対応とそれらに伴う事務処理全般を行

う。具体的な業務内容は次の通りである。 

（1）使用中止・開始届の受付 

（2）使用者名義変更届の受付 

（3）納入通知書の送付先変更届の受付 

（4）漏水調査の受付（事務所へ報告） 

（5）減免申請の受付（事務所へ報告） 

（6）納入証明願の受付及び証明書の発行（公印管理は事務所が行う） 

（7）使用者からの苦情・問い合わせ等の対応（事務所へ報告） 

（8）水道料金の収納 

（9）水道料金等の還付充当の取り扱い 

（10）収納金の管理、引継ぎ 

（11）口座振替依頼書の受付、金融機関への送達 

（12）納入通知書の再発行 

（13）領収書日付印の管理 

（14）その他窓口・受付業務に附帯する業務（電話による対応を含む） 

4.2.2 開栓・閉栓・精算業務 

水道使用開始又は中止の申し込み等に対して、受付から水道メーターの開栓、閉栓を伴う現場

処理及び必要な事後処理まで確実に実施する。なお、原則として閉栓処理は、受託者が行うもの

とする。また、閉栓時おいて、現地徴収による精算が生じる場合は、原則として営業時間内に複数

の職員で実施する。 

（1）開栓業務 

・開栓時の検針 

・アパート等の量水器ボックス内の閉栓キャップ取り外し 
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・メーター撤去家屋の開栓時メーター取付 

・届出書類の受理 

（2）閉栓業務 

・閉栓時の検針（メーター指針値を読取記録後バルブ等で閉栓） 

・閉栓キャップの取付 

・使用中止に伴うメーター撤去 

・届出書類の受理 

（3）精算業務 

 ・メーター指針値の読取及び料金の算出 

 ・水道料金等の収納（現地精算を含む） 

 ・転居先調査 

 ・口座振替停止依頼の補助業務 

 ・臨時用水精算業務 

（4）その他、開栓・閉栓・精算業務に関する附帯業務 

4.2.3 検針業務 

水道料金の算定及び使用状況確認を目的として、検針対象となる全メーターごとに確実かつ正

確に使用水量を計量し、開栓中のものについては検針数値に基づきハンディターミナルにより算

出された水道料金等必要事項を記載した「使用水量のお知らせ」を現地にて出力し交付（投函）す

る。また、検針員の検針結果が、過去の使用実績等を比較して異常と認められる場合に、正確な

状況を確認するため再度検針し、状況調査を行う。 

なお、ハンディターミナルを適切に管理し、常に正常に稼動するように注意を払うともに、不慮の

故障等にも対応できる体制を維持する。 

・検針対象は原則、開栓中の全メーターとする。 

・検針員の採用及び研修並びに検針員との業務調整を行う。 

・全メーターの使用水量の検針及び、ハンディターミナルへのデータ入力を行う。 

・ハンディターミナルから水道料金システムへの検針データの転送を行う。 



 

 62 

・水道料金等必要事項を記載した「使用水量のお知らせ」の出力及び交付（手渡し、又は郵便受

け等への投函、必要に応じて郵送）を行う。 

・未検針及び誤検針の防止対策を実施する。 

・文書配布事務（料金改定のお知らせ等、年 1回程度）を行う。 

・事務所が指定する水道使用者の調査を行う。 

・検針順路図の作成と随時更新を行う。 

・メーター交換時の使用水量の確認とデータ入力を行う。 

・メーターの検定満了経過及び故障発見時の交換依頼を行う。 

・メーターボックス蓋交換依頼事務及びメーターボックス内漏水修理依頼事務を行う。 

・特別な事情により検針できない場合等の使用水量認定（起案）を行う。 

・漏水が疑われる場合のパイロット確認及び使用者への連絡を行う。 

4.2.4 調定の作成及び更正業務 

検針及び認定による水量に基づき算出された水道料金を、年間を通じて予め事務所が指定する

日に調定する。調定した金額をもって、事務所が指定するスケジュールに従い、金融機関へ口座

振替依頼をするとともに、自主納付の使用者等に対し、事務所が指定する業者から納品される納

入通知書を送付する。なお、還付の原因が生じたとき、事由を事務所に報告し、調整更正処理を

行う。また、調定更正処理の必要が生じたものについては、事由を事務所に報告するとともに、漏

水による減免は該当者に文書送達した上で、調定更正処理を行う。 

（1）水道料金の調定、納入通知書の作成、発送 

（2）水道料金の口座振替依頼データの作成、送達 

（3）その他調定の納入通知書の作成、引継ぎ 

（4）減額還付処理 

（5）過誤納金充当還付処理 

（6）調定に関する伺簿の作成 

（7）その他調定・更正関する附帯業務 
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4.2.5 収納業務 

調定により請求した水道料金等を、各種収納方法により正確かつ確実に収納するとともに、収納

率の向上を図るように努める。また、収納結果について、領収済通知書等による収納データを基に

収入消し込み行い、誤りがないことを確認の上、収納報告書を事務所に提出する。 

また、水道料金等の重複納入や減額調定等により発生する過誤納金を、支払い者に対して還付

及び必要に応じて充当する。なお、還付の方法は原則として口座振込によるものとし、現金により

還付する場合には、営業所窓口において適切かつ確実な方法で本人確認を行う。 

（1）収納消込業務、原簿保管業務 

（2）口座振替停止依頼書の作成補助業務 

（3）水道料金の督促状の発行、発送 

（4）宛名不明分、戻りはがき分の居住先調査、再送付 

（5）収納報告書の提出 

（6）その他、収納業務（還付及び充当事務を含む）に関する附帯業務 

4.2.6 滞納整理業務 

水道料金等が未納となっている水道使用者等に対し、督促状等通知を発送するとともに、電話

や訪問等により納入を促し、必要に応じて滞納者と納付誓約を交わしながら収納を図る。未納分の

徴収と管理は、債権が消滅するまで継続的に行うものとする。なお、時効判定を経て事務所が不

納欠損した水道債権は簿外管理とするため、水道料金の調定ごとに対象リストを作成し、時効対象

としての判定を行う。 

（1）滞納整理対象者、未納額の把握 

（2）未納者の収入状況調査 

（3）各種催告文の作成、臨戸投函又は発送 

（4）滞納整理交渉等の記録、管理 

（5）臨戸又は電話催告 

（6）未収金の請求、収納及び領収書の交付（収納額引継ぎ書等の資料作成を含む） 

（7）未納者との納付相談 
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（8）分割納入計画書の作成、分割納入誓約書の作成 

（9）未納者の転出先の追跡調査及び送付先変更入力 

（10）未納者の破産に伴う配当要求等に係る資料の作成 

（11）不納欠損者の抽出、提出（時効到来調定の時効判定事務を含む） 

（12）滞納整理に関し、市が要求する資料の作成、提出 

（13）その他滞納整理業務に関する附帯業務 

4.2.7 給水停止業務 

水道料金の滞納者について、催告の納期限を過ぎても納入がないとき、事務所の承認を受けた

上で給水停止を行う。また、給水停止を行った後、受託者の営業時間内に未納額の全額又は一

部入金が確認された場合には、当日に給水停止解除の措置を行う。 

（1）給水停止予告通知書名簿、給水停止通告書対象者名簿の作成 

（2）給水停止予告通知書の作成、発送 

（3）給水停止通告書の作成、臨戸投函 

（4）給水停止対象者の作成、提出 

（5）給水停止の執行 

（6）給水停止の解除 

（7）給水停止報告書の作成、提出 

（8）その他給水停止業務に関する附帯業務 

4.2.8 電子計算処理業務 

水道料金システムの運用管理を行う。また、水道料金システムを使用する受託者職員内における

運用ルールを明確し、十分な教育を行う。 

（1）検針データの作成、ハンディターミナルへのデータ転送 

（2）水道料金の計算処理 

（3）定期納入通知書発行前の料金確認 

（4）各種届出書の入力、確認 

（5）減免審査決定後の入力、確認 
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（6）口座振替依頼書等の入力、確認 

（7）各種入力データの随時更新 

（8）各種帳票類の出力、提出 

（9）その他電子計算処理に関する附帯業務 

4.2.9 各種資料作成業務 

（1）業務報告書等の定期的な報告書の作成及び提出 

（2）予算決算関係資料の作成、提出 

（3）水道事業等の計画等に使用するため、事務所が要求する資料の作成、提出 

（4）その他各種資料作成業務に関する附帯業務 

4.2.10 引継ぎ業務 

受託者は、業務期間が満了する前に、本業務全般を網羅した作業手順書を作成し、それととも

に、一切の事務を市に引き継がなければならない。 

4.3 収納率の確保 

受託者は、次の各号について目標値（受託者の提案による）を設定し、事務所の承認を得ること。

また、目標達成に向けて最大限の努力を行い、業務の改善に努めること。 

（1）誤検針の発生率  0.05%以下 

（2）収納率（翌 5月末現在） 99%以上 ＊年度別に設定 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 66 

4.4 経費の負担区分 

事務所と受託者の負担区分は、次の通りとする。 

表 4.2 事務所と受託者の負担区分 

区分  事務所 受託者 

庁舎維持管理費  ○  

水道料金システム 運用・維持費 ○  

関連費【現行システム】 回線使用料 ○  

 保守費 ○  

※水道料金システム 運用・維持費 （○＊1）  

関連費 回線使用料 （○＊1）  

 【新システム導入時】 保守費 （○＊1）  

光熱水費 庁舎内事務所の電気、ガス、水

道、下水道使用料 

○  

通信費 庁舎内事務所の電話料金 ○  

 携帯電話  ○ 

 インターネット回線＊2  ○ 

後納郵便物等郵送料 水道料金等納入通知書郵送料、 

水道料金等督促状郵送料、 

水道料金給水停止予告通知書郵

送料、その他業務上必要なもの 

○  

収納手数料 口座振替手数料 

郵便振替手数料 

○  

印刷製本費等 水道料金等口座振替依頼書他 

水道料金等納入通知書 

水道料金等督促状 

給水停止予告通知書 

○  

 帳票等出力用紙（コピー用紙等） ○  

営業車両駐車場  ○＊3  

営業車両維持管理費 営業車両の全経費  ○ 

保険料 水道料金等収納に伴う現金輸送

損害賠償保険等 

 ○ 

事務用品 机、椅子、ロッカ ○＊4  

 パソコン及び周辺機器 

その他 

 

 

○ 

コピー機、 ○＊4  

事務用消耗品 領収日付印、その他消耗品  ○ 

その他 被服代  ○ 

＊1 新システムが導入・運用された場合。 

＊2 役所内のネットワークには接続しない。 

＊3 役所内駐車場を利用。ただし、職員の通勤用車両は認めない。 

＊4 貸与とする。ただし、受託者が自ら購入することは妨げない。 
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4.5 その他事項 

4.5.1 水道料金事務マニュアルの作成と改訂 

受託者は、本業務の実施に先立って、水道料金関連業務に関する事務手続き要領等を定めた

「水道料金事務マニュアル」を作成し、事務所の承認を受けること。 

水道料金事務マニュアルは、事務所がこれまで実施してきた水道料金関連業務の内容につい

て、作業立会い、ヒアリング等を通じて、十分に把握した上で作成すること。 

水道料金事務マニュアルについては、契約締結後、速やかに作成作業に着手し、業務開始日

（令和 8 年 4 月 1 日）までに承認を受けること。また、業務実施期間中の作業実態に合わせて、必

要な改定を適宜行うものとする。 

4.5.2 事故発生時の報告書の提出 

受託者は、次の各号に掲げる事故等が生じた場合は、直ちにその状況等を市に報告するととも

に、事故報告書を作成し提出しなければならない。 

（1）領収証書及び領収日付印の紛失 

（2）身分証明書の紛失等 

（3）収納した水道料金等の紛失、盗難等 

（4）業務に関する電子データ及び関連文書等の紛失、滅失及び毀損 

（5）その他事務所が指示したもの 

4.5.3 事故等の処理 

（1）前項に規定する事故等の処理については、事務所と受託者で協議の上、行うものとする。た

だし、受託者は、緊急の措置を講ずる必要があると判断した場合には、受託者の責任におい

て当該措置を行うものとする。 

（2）受託者の責任により事務所又は第三者に損害を与えた場合は、受託者はその損害を賠償し

なければならない。 

4.5.4 苦情等の対応 

業務に関する苦情や問い合わせについては、誠意をもって解決に当たり、その内容を速やかに

事務所に報告しなければならない。 
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4.5.5 電子データ及び関連文書の保存 

受託者は、電子データ及び関連文書を、事務所が指定する期日まで、保存しなければならな

い。 

4.5.6 業務状況報告会議の実施 

（1）事務所は、受託者の業務内容、帳簿及びその他の事項について、報告を受けるため定期的

に会議を開催するものとする。なお、開催頻度は、月 1回を原則とする。 

（2）事務所は、前号のほか、必要と認めたときは、受託者と臨時に業務に係る会議を開催するも

のとする。 
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水道事業者 受託者

事業範囲変更 委託事業の業務範囲の縮小、拡充等 〇 －

水道事業者の責による選定業者と契約の締結不能、又は契約の延期 〇 －

受託予定者の責による水道事業者と契約の締結不能、又は契約の延期 － 〇

委託事業に直接関係する法令等の変更 〇 －

行政指導　規制、指導 〇 －

契約期間中の受託者の責めに起因する水質・水量・水圧・給水等の悪化によるもの※1 △ 〇

契約期間中の受託者の責めに起因する騒音・振動・地盤沈下等によるもの※2 △ 〇

住民訴訟（断水、水質悪化等に伴う訴訟）※3 〇 △

受託者の責めによる事故の発生 － 〇

上記以外（不可抗力）による事故の発生 〇 〇

損害保険等において免責とならない事由※4 〇 〇

損害保険等において免責とされている事由※5 〇 △

施設・設備の劣化等瑕疵による事故※6 〇 △

人身事故 〇 〇

施設・設備の機能・性能不足によるもの※7 〇 －

受託者の作成する業務履行計画書等の不備、施設・設備との不適合によるもの △ 〇

水道事業者による指示書等の内容の不備によるもの 〇 －

業務遂行上の不備（運転、保全、水質、管理、記録、連絡調整の不備等）によるもの※8 △ 〇

不可抗力（天災等）によるもの 〇 －

水道事業者・受託者の責によらない水質事故によるもの 〇 －

物価変動 契約期間中のインフレ・デフレ △ △

環境問題 環境基準違反、環境汚染等による事業の制限※9 〇 －

水道事業者側の責めによるもの 〇 －

受託者側の責めによるもの － 〇

計画変更 事業内容の変更 〇 －

費用増加※10 原水の条件の変動により、施設の機能・性能上、要求水準を満足できないことに係る費用 〇 －

契約不履行

事故・災害

5.リスク分担

    リスク分担表

事業の中止

リスク分担
リスクの種類 リスクの内容

契約締結リスク

法令等の変更

第三者賠償リスク
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表の説明

※1 「契約期間中の受託者の責めに起因する水質・水量・水圧・給水等の悪化によるもの」：国家賠償法第2条により、

水道事業における第三者に対しての瑕疵は、水道事業者が受けるが、受託者に帰責事由があった場合、

その不法行為責任については、水道事業者は受託者に求償する。

※2 「契約期間中の受託者の責めに起因する騒音・振動・地盤沈下等によるもの」：※1に同じ

※3 「住民訴訟（断水、水質悪化等に伴う訴訟）」：国家賠償法第2条により、水道事業における第三者に対しての

瑕疵は、水道事業者が受けるが、受託者に帰責事由があった場合、その不法行為責任については、

水道事業者は受託者に求償する。

※4 「損害保険等において免責とならない事由」：水道事業者及び受託者は、双方の責任範囲（業務範囲）において、

加入している損害保険等（共済を含む）を活用する。

※5 「損害保険等において免責とされている事由」：※4に同じ

※6 「施設・設備の劣化等瑕疵による事故」：水道施設の所有責任は水道事業者にあることから、事故が発生した

場合の責任は水道事業者が負うが、受託者に帰責事由があった場合、その不法行為責任については、

水道事業者は受託者に求償する。

※7 「施設・設備の機能・性能不足によるもの」：水道施設の所有責任は水道事業者にあることから、水道事業者が負う。

※8

※9 「環境基準違反、環境汚染等による事業の制限」：国家賠償法第2条により、水道事業における第三者に

対しての瑕疵は、水道事業者が受けるが、受託者に帰責事由があった場合、その不法行為責任については、

水道事業者は受託者に求償する。

※10 「費用増加」：原水の水質・量等の条件の変動により、現状の浄水施設の機能・性能で処理能力が不足し、

要求水準（仕様）に規定する水質・水量の保証値、目標値を満足できない場合に、施設の改造等もしくは

薬品等に係る「費用負担リスク」については、水道事業者が負う。

〇、〇の場合：契約業務内の部分のリスクは受託者が負い、それ以外の部分は水道事業者が負う。

〇、△の場合：原則として〇のリスク負担者がリスクを負うが、過失などの帰責事由がある場合には、△の側もリスク

△、△の場合：一定の基準又は協議によりリスクを両者で分担する。

〇、－の場合：〇のリスク負担者が全てのリスクを負う。

　　　　　　　　　を負う可能性がある。

「業務遂行上の不備（運転、保全、水質、管理、記録、連絡調整の不備等）によるもの」：業務履行上の責任は、

受託者にある。水道事業者は、一部業務委託の場合、水道事業者として受託者の監視を行わなければならない。

 
 

 

 

 

 


